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内
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は
じ
め
に

は
じ
め
に

本
研
究
は
、
戦
後
に
散
逸
し
た
と
さ
れ
る
内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
に
向
け
て
、

内
務
省
の
所
掌
事
務
と
文
書
保
存
規
程
の
変
遷
を
概
括
的
に
捉
え
る
と
と
も
に
、
同
省

の
所
掌
の
一
つ
だ
っ
た
土
木
行
政
に
関
す
る
文
書
の
構
成
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

内
務
省
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
の
日
本
に
お
い
て
、
地
方
行
政
・
警
察
・
土
木
・

衛
生
な
ど
内
政
に
関
す
る
広
範
な
領
域
を
掌
っ
た
巨
大
官
庁
で
あ
る
１

。
し
か
し
、
占
領

下
の
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
一
二
月
に
廃
止
さ
れ
た
際
に
文
書
の
ほ
と
ん
ど
が
散

逸
し
た
と
さ
れ
２

、
そ
れ
以
前
か
ら
庁
舎
火
災
や
戦
後
の
焼
却
処
分
で
た
び
た
び
文
書
が

失
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
内
務
省
史
研
究
に
取
り
組
む
上
で
の
資
料
上
の
制
約
が
指

摘
さ
れ
て
き
た
３

。

そ
の
一
方
で
、
内
務
省
の
所
掌
事
務
を
引
き
継
い
だ
諸
官
庁
に
内
務
省
文
書
が
保
存

さ
れ
て
い
る
例
も
多
く
、
そ
れ
ら
の
文
書
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
・
公
開
が
進
ん

で
き
た
。
特
に
地
方
行
政
関
連
に
つ
い
て
は
、
自
治
省
・
総
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
内

務
省
文
書
に
つ
い
て
概
要
や
目
録
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
４

、
警
察
行
政
に
関
し
て
は
、
警

察
庁
移
管
文
書
や
返
還
文
書
の
う
ち
地
方
長
官
・
警
察
部
長
会
議
関
連
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
５

。
こ
れ
ら
を
含
め
、
内
務
省
都
市
計
画
課
・
土
木
局
・
衛
生
局
・
社
会
局
の
文
書

が
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
６

。

し
か
し
、
内
務
省
の
所
掌
事
務
は
多
岐
に
わ
た
り
、
国
立
公
文
書
館
移
管
分
に
限
っ

て
も
、
い
ま
だ
全
容
は
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
各
省
庁
に
存
置
さ
れ
て
い
る

文
書
や
、
内
務
省
の
出
先
機
関
の
後
継
組
織
な
ど
に
も
、
関
連
文
書
が
多
く
眠
っ
て
い

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
残
存
状
況
を
幅
広
く
収
集
・
体
系
化
し
、
そ
こ
か
ら
内

務
省
文
書
全
体
の
構
造
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
分
散
的
に
現
存
す
る
内
務
省
文

書
の
位
置
付
け
が
明
確
化
し
、
研
究
に
利
用
す
る
上
で
も
有
益
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
第
一
に
、
内
務
省
文
書
の
情
報
を
収
集
・
体
系
化
す
る
た
め

の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
内
務
省
の
所
掌
事
務
の
変
遷
と
そ
の
移
管
先
を
概
観
す
る
と

と
も
に
、
内
務
省
の
文
書
保
存
規
程
の
変
遷
を
整
理
す
る
。
そ
の
上
で
第
二
に
、
内
務

省
文
書
の
構
造
的
理
解
に
向
け
た
第
一
歩
と
し
て
、
主
要
な
所
掌
の
一
つ
で
あ
っ
た
土
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省
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造
的
理
解
の
た
め
の
基
礎
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木
行
政
関
係
の
内
務
省
文
書
を
分
析
し
、
そ
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

な
お
本
研
究
で
は
、
内
務
省
が
作
成
・
取
得
し
保
管
し
て
い
た
公
文
書
を
「
内
務
省

文
書
」
と
し
て
検
討
の
対
象
と
し
、
太
政
官
・
内
閣
の
公
文
書
で
内
務
省
に
関
わ
る
も

の
や
、
内
務
省
の
刊
行
物
は
除
外
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　

内
務
省
の
所
掌
事
務
と
文
書
保
存
規
程

一　

内
務
省
の
所
掌
事
務
と
文
書
保
存
規
程

一
．
一　

所
掌
事
務
の
変
遷

一
．
一　

所
掌
事
務
の
変
遷

本
節
で
は
、
内
務
省
文
書
が
他
官
庁
に
移
管
さ
れ
た
可
能
性
を
把
握
す
る
観
点
か
ら
、

内
務
省
の
所
掌
事
務
の
変
遷
と
そ
れ
ぞ
れ
の
移
管
先
を
整
理
し
て
い
く
７

。
ま
た
、
網
羅

的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
国
立
公
文
書
館
に
関
連
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
場
合
は
こ

れ
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
８

。
省
内
担
当
部
局
の
詳
細
は
【
表
１
】
に
ま
と
め
、
本

文
で
は
適
宜
省
略
す
る
。

（
１
）
総
務

秘
書
・
人
事
・
文
書
処
理
・
会
計
な
ど
省
務
全
般
に
関
わ
る
事
務
（
総
務
）
を
担
当

す
る
組
織
は
当
初
た
び
た
び
変
遷
し
、
総
務
局
・
会
計
局
・
庶
務
局
な
ど
が
置
か
れ
た
が
、

明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
大
臣
官
房
に
集
約
さ
れ
た
。
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
省

内
の
文
書
の
編
纂
・
保
存
も
業
務
の
一
つ
で
あ
り
、
明
治
後
期
以
降
は
文
書
課
が
担
当

し
た
。

内
務
省
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
そ
の
事
務
は
総
理
庁
内
事
局
官
房
、
次
い
で
総
理
庁
官

房
自
治
課
に
移
り
９

、
地
方
自
治
庁
、
自
治
庁
、
自
治
省
と
変
遷
す
る

。
自
治
省
か
ら

国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
資
料
群
「
内
務
省
文
書
（
地
方
行
政
関
係
）」
中
に
は
、

大
臣
官
房
秘
書
課
・
文
書
課
が
作
成
・
取
得
部
局
と
な
っ
て
い
る
文
書
が
あ
る
。

（
２
）
地
方

地
方
行
政
は
当
初
独
立
し
た
部
局
を
有
さ
ず
、
内
務
省
設
立
時
は
戸
籍
寮
、
次
い
で

庶
務
局
・
地
理
局
・
内
局
で
扱
わ
れ
た
が
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
六
月
新
設
の

県
治
局
が
諸
局
の
首
位
に
据
え
ら
れ
る

。
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
に
は
地
方
局
と

改
名
し
、
以
後
、
選
挙
の
実
施
を
含
む
地
方
行
財
政
を
所
掌
し
た
。

内
務
省
廃
止
後
、
選
挙
関
連
は
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
、
財
政
課
の
事
務
は
地
方
財

政
委
員
会
に
移
管
さ
れ
、
そ
の
他
は
総
理
庁
官
房
自
治
課
に
移
っ
た
が
、
後
に
自
治
庁

に
集
約
さ
れ
、次
い
で
自
治
省
と
な
っ
た

。
こ
の
自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
資
料
群
「
内

務
省
文
書
（
地
方
行
政
関
係
）」
中
に
、
地
方
局
が
作
成
・
取
得
部
局
の
公
文
書
が
多
く

含
ま
れ
て
い
る

。

（
３
）
警
察

内
務
省
設
立
時
に
警
保
寮
が
司
法
省
か
ら
移
管
さ
れ
、
の
ち
警
保
局
（
一
時
、
警
視

局
）
が
内
務
省
廃
止
ま
で
行
政
警
察
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
と
と
も
に
、警
視
庁
（
当

初
東
京
警
視
庁
、
一
時
東
京
警
視
本
署
）
が
東
京
府
の
警
察
・
消
防
を
掌
っ
た
。
昭
和

二
一
年
（
一
九
四
六
）、
警
察
と
消
防
の
事
務
は
内
事
局
を
経
て
国
家
地
方
警
察
本
部
と

国
家
消
防
庁
に
移
管
さ
れ
た
。

国
立
公
文
書
館
に
は
、
警
察
庁
移
管
文
書
中
に
「
内
務
省
警
保
局
文
書
」
及
び
「
旧

内
務
省
等
関
係
」
の
資
料
群
が
あ
る
ほ
か
、「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」
中
の
「〔
返

青
・
内
務
省
等
関
係
〕」
に
も
警
察
行
政
関
係
の
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
４
）
土
木

内
務
省
設
立
時
に
大
蔵
省
か
ら
移
管
さ
れ
土
木
寮
が
設
置
、明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）

土
木
局
と
な
り
、
河
川
治
水
・
利
水
、
道
路
、
港
湾
な
ど
の
土
木
事
業
を
所
掌
し

た
。
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
九
月
に
土
木
局
は
国
土
局
と
改
称
し
、
昭
和
一
八
年

（
一
九
四
三
）
一
一
月
に
は
新
設
の
運
輸
通
信
省
に
港
湾
行
政
の
み
移
管
さ
れ
た
。
戦
後
、

国
土
局
は
戦
災
復
興
院
と
合
流
し
て
建
設
院
と
な
り
、
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
建

設
省
と
な
っ
た
。
第
二
章
で
そ
の
関
連
文
書
を
詳
述
す
る
。 

10 
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    所掌事務 前組織 内務省内の主な部局 （〔 〕内は省外の組織） 移管先

表1　所掌事務別の担当部局と移管先

内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
の
た
め
の
基
礎
的
研
究　
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木
行
政
関
係
を
中
心
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―

二
九

所掌事務 前組織 内務省内の主な部局 （〔　　〕内は省外の組織） 移管先
（１）総務 M7.1上局・庶務課・記録課・往復課・受付課・用度課、M7.11第一局～

第四局、M8.6第一局～第五局、M8.9図書寮・M8.10往復掛・M9.1庶務
課・翻訳課・用度課・主計課、M9.4内局・庶務局・図書局・会計課・翻
訳課・往復課・M10.1会計局、M18.6卿官房・総務局、M19.2大臣官房・
総務局、M24.8大臣官房・庶務局、M33.5大臣官房・総務局、M36.12大
臣官房

→S23.1総理庁内事局官房→
S23.3総理庁官房自治課→S24.6
地方自治庁→S27.8自治庁→
S35.7自治省(※1)

（２）地方 M18.6県治局、M31.11地方局 →S23.1全国選挙管理委員会・地
方財政委員会→自治庁→自治省

（３）警察 司法省警保
寮

M7.1警保寮、M9.4警保局、M10.1警視局、M14.1警保局
M7.1東京警視庁、M10.1東京警視本署、M14.1警視庁

→S23.1内事局第一局→S23.3国
家地方警察本部・国家消防庁

（４）土木 大蔵省土木
寮

M7.1土木寮、M10.1土木局、S16.9国土局 →S18.11港湾課が運輸通信省へ
→S23.1建設院→S23.7建設省

（５）都市計
画

T7.5大臣官房都市計画課、T11.5都市計画局、T13.12大臣官房都市
計画課、S12.10計画局、S16.9国土局

→S23.1建設院→S23.7建設省

（６）防空 S12.10計画局防空課、S16.9防空局、S18.11外局防空総本部
（７）衛生 文部省 M8.6第七局、M8.7衛生局 →S13.1厚生省
（８）神社・
宗教

教部省 M10.1社寺局、M33.4神社局・宗教局、S15.11外局神祇院 →宗教局はT2.6文部省へ

（９）社会 T6.8地方局救護課、T8.12同社会課、T9.8社会局、T11.11外局社会局 →S13.1厚生省

（10）勧業 大蔵省庶務
課・租税寮
勧業課、
正院博覧会
事務局

M7.1勧業寮、M9.5勧商局、M10.1勧農局
M8.3博物館、M8.6第六局、M9.1博物館、M9.4博物局

→勧商局はM11.12大蔵省移管を
経てM14.4農商務省へ
→勧農局・博物局はM14.4農商務
省へ

（11）駅逓 大蔵省駅逓
寮

M7.1駅逓寮、M10.1駅逓局 →M14.4農商務省

（12）地理 大蔵省租税
寮地理課、
工部省測量
司

M7.1地理寮及び測量司、M10.1地理局、M12.5山林局分離設置、
M24.8庶務局地理課、M31.11大臣官房庶務課、M33.5総務局地理課、
M36.12大臣官房地理課

→M14.4山林局が農商務省へ
→M21.5天象観測・歴書調製が文
部省へ
→M23.9地誌編纂・地図調製が帝
国大学へ
→M28.4中央気象台が文部省へ
(※２)
→S3.11大臣官房地理課廃止、国
有財産事務は大蔵省へ

（13）戸籍 大蔵省戸籍
寮

M7.1戸籍寮、M9.4戸籍局、M19.2総務局戸籍課、M23.6図書局戸籍
課、M24.8庶務局戸籍課、M26.11警保局戸籍課、M30.8大臣官房（※
３）

→M31.7司法省(※４)

（14）図書 文部省 M8.6第三局、M8.7准刻局、M8.9図書寮、M9.4図書局、M18.6総務局図
書課、M23.6図書局、M24.8庶務局図書課、M26.11警保局図書課

（15）監獄 司法省 M7.11第二局、M8.5第一局、M8.11警保寮、M9.4警保局、M10.1警視
局、M12.7監獄局、M18.7警保局、M30.8監獄局

→M33.7司法省

（16）鉄道 内閣鉄道局 M23.9鉄道庁 →M25.7逓信省
（17）北海道 M26.11県治局北海道課、〔M29.4拓殖務省(※５)〕、M30.9北海道局、

M31.11大臣官房北海道課、M33.5総務局北海道課、M36.4地方局
（18）外地 M30.9台湾事務局、M31.11大臣官房台湾課、M33.5総務局台湾課、

M36.12大臣官房台湾課・M40.5大臣官房樺太課、〔M43.6内閣〕、T2.6
地方局拓殖課、〔T6.7内閣〕、〔S4.6拓務省（※６）〕、S17.11管理局

→S21.1外務省

凡例：特に注記のない記述は『内務省史』各巻および第四巻「内務省及び地方庁の機構の変遷」、「内務省沿革資料」（国立公文書
館所蔵、昭48自治00229100）、「内務省沿革資料（寮、局、歴代大臣調）」（国立公文書館所蔵、昭48自治00299100）を参照し、必要
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（
５
）
都
市
計
画

都
市
計
画
行
政
を
所
管
す
る
部
局
は
、
都
市
計
画
法
が
制
定
さ
れ
た
大
正
八
年

（
一
九
一
九
）
に
大
臣
官
房
都
市
計
画
課
と
し
て
初
め
て
設
置
さ
れ
、
一
時
は
都
市
計
画

局
が
設
け
ら
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
に
は
新
設
の
計
画
局

に
移
管
、
昭
和
一
六
年
に
国
土
局
が
新
設
さ
れ
る
と
同
局
計
画
課
と
な
り
、
戦
後
は
新

設
の
建
設
院
に
統
合
さ
れ
た
。

建
設
省
移
管
文
書
中
の
資
料
群
「
都
市
計
画
関
係
」
に
、
都
市
計
画
課
や
計
画
局
が

作
成
・
取
得
部
局
の
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
６
）
防
空

昭
和
一
二
年
、
新
設
の
計
画
局
に
防
空
課
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
昭
和

一
六
年
に
は
防
空
局
に
改
組
さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
一
八
年
、
外
局
の
防
空
総
本
部
と
な
っ

た
。
防
空
計
画
、
灯
火
管
制
、
監
視
、
警
報
、
防
火
・
消
防
、
建
築
な
ど
を
所
掌
し
た
が
、

戦
後
廃
止
さ
れ
た
。

（
７
）
衛
生

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
文
部
省
か
ら
内
務
省
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
、
衛
生
局

が
長
く
医
療
や
衛
生
に
関
す
る
行
政
に
あ
た
っ
た
。
昭
和
一
三
年
（
一
九
三
八
）
一
月
、

厚
生
省
新
設
に
際
し
て
社
会
局
と
と
も
に
移
管
さ
れ
た
。

厚
生
省
移
管
文
書
の
資
料
群
「
医
師
，
看
護
婦
，
薬
剤
師
等
免
許
申
請
関
係
」
に
衛

生
局
医
務
課
、
建
設
省
移
管
文
書
の
資
料
群
「
都
市
計
画
関
係
」
に
衛
生
局
保
健
課
が

作
成
・
取
得
部
局
と
な
っ
て
い
る
文
書
が
確
認
さ
れ
る
。

（
８
）
神
社
・
宗
教

明
治
一
〇
年
、
教
部
省
廃
止
に
と
も
な
い
神
社
・
宗
教
に
関
す
る
事
務
が
内
務
省
に

移
管
さ
れ
、
当
初
社
寺
局
が
設
置
さ
れ
た
が
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）、
宗
教
局
と

神
社
局
に
分
離
さ
れ
た
。
宗
教
局
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
行
政
整
理
で
文
部
省

に
移
管
さ
れ
た
一
方
、
神
社
局
は
そ
の
後
も
継
続
し
て
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に

外
局
の
神
祇
院
と
な
り
、
昭
和
二
一
年
一
月
廃
止
さ
れ
た
。

（
９
）
社
会

大
正
期
に
大
き
く
発
展
し
た
行
政
領
域
で
あ
り
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
地
方
局

に
救
護
課
が
新
設
、
同
八
年
社
会
課
と
改
め
ら
れ
、
翌
九
年
（
一
九
二
〇
）
社
会
局
が

新
設
さ
れ
た
。
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に
は
外
局
の
社
会
局
と
な
り
、
従
来
の
社

会
行
政
の
ほ
か
労
働
行
政
が
大
き
な
柱
と
な
っ
た
。
昭
和
一
三
年
一
月
、
厚
生
省
新
設

に
あ
た
り
、
衛
生
局
と
と
も
に
移
管
さ
れ
た
。

現
在
、
厚
生
省
移
管
文
書
中
の
資
料
群
「
厚
生
一
般
・
会
計
関
係
」、
労
働
省
移
管
文

書
中
の
資
料
群
「
帝
国
議
会
資
料
等
関
係
」「
労
働
基
準
法
令
関
係
」
に
、
内
務
省
社
会

局
と
そ
の
部
課
が
作
成
・
取
得
部
局
と
な
っ
て
い
る
文
書
が
確
認
さ
れ
る
。

（

）
勧
業

内
務
省
設
立
時
に
大
蔵
省
よ
り
移
管
さ
れ
た
も
の
で
、
当
初
は
勧
業
寮
、
次
い
で
勧

商
局
・
勧
農
局
に
分
か
れ
、
殖
産
興
業
政
策
を
推
進
し
た
。
明
治
八
年
以
降
は
博
物
館
・

博
覧
会
関
係
業
務
も
内
務
省
が
所
管
し
た
が
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
農
商
務
省

新
設
に
あ
た
っ
て
勧
農
局
・
博
物
局
が
移
管
さ
れ
、
こ
れ
以
前
大
蔵
省
に
移
管
さ
れ
て

い
た
勧
商
事
務
も
農
商
務
省
に
移
さ
れ
た
。

（

）
駅
逓

内
務
省
設
立
時
に
大
蔵
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
も
の
で
、
当
初
駅
逓
寮
、
次
い
で
駅
逓

局
と
な
っ
た
。
所
管
事
務
は
、
陸
運
行
政
、
海
運
行
政
、
郵
便
事
業
、
為
替
貯
金
事
業

な
ど
か
ら
な
る
。
明
治
一
四
年
、
新
設
さ
れ
た
農
商
務
省
に
移
管
さ
れ
た
。

（

）
地
理

内
務
省
設
立
時
、
大
蔵
省
か
ら
地
理
寮
が
移
管
さ
れ
、
明
治
一
〇
年
に
は
地
理
局 

に
な
っ
た
。
所
掌
事
務
の
う
ち
山
林
関
係
は
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
新
設
の
山
林

局
と
な
り
、
次
い
で
明
治
一
四
年
新
設
の
農
商
務
省
へ
移
管
さ
れ
た
。
明
治
一
九
年

（
一
八
八
六
）
時
点
の
所
掌
事
務
は
、
地
籍
や
官
有
地
等
に
関
わ
る
諸
事
項
、
地
誌
・
地
図
・
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気
象
・
暦
に
関
す
る
事
項
な
ど
幅
広
か
っ
た
が

、
天
象
観
測
・
暦
書
関
連
は
明
治
二
一

年
（
一
八
八
八
）
文
部
省
へ
、
地
誌
・
地
図
関
連
は
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
帝
国

大
学
へ
、
中
央
気
象
台
に
よ
る
気
象
観
測
は
明
治
二
八
年
文
部
省
へ
移
管
さ
れ
た

。
明

治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
地
理
局
が
廃
止
さ
れ
た
の
ち
、
地
理
行
政
は
庶
務
局
、
総
務
局
、

大
臣
官
房
と
移
り
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
国
有
財
産
事
務
が
大
蔵
省
移
管
と
な
っ

て
、
大
臣
官
房
地
理
課
も
廃
止
さ
れ
た
。

現
在
、
林
野
庁
移
管
文
書
の
資
料
群
「
森
林
管
理
局
関
係
」
中
に
内
務
省
地
理
局
の

出
張
所
や
山
林
局
が
作
成
・
取
得
部
局
の
文
書
が
あ
る
ほ
か
、
文
部
省
移
管
文
書
中
の

資
料
群
「
第
二　

教
育
門
つ
８
（
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
）」
に
内
務
省
大
臣
官
房

地
理
課
が
作
成
・
取
得
部
局
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
簿
冊
が
一
件
存
在
す
る
。

（ 
13
）
戸
籍

内
務
省
の
設
立
時
、
大
蔵
省
か
ら
戸
籍
寮
が
移
管
さ
れ
、
戸
籍
行
政
が
内
務
省
所
管

と
な
っ
た
。
初
期
の
内
政
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
が
次
第
に
縮
小
し
、
戸
籍

局
廃
止
後
は
総
務
局
・
図
書
局
・
庶
務
局
・
警
保
局
と
移
っ
た
の
ち
、
明
治
三
一
年
司

法
省
に
移
管
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
国
籍
等
の
事
務
は
内
務
省
に
残
り
、
内
務
省
廃
止
時

に
司
法
省
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（ 
14
）
図
書

明
治
八
年
、
文
部
省
か
ら
准
刻
（
出
版
）
事
務
が
移
管
さ
れ
、
当
初
は
第
三
局
、
次

い
で
准
刻
局
・
図
書
寮
・
図
書
局
へ
と
移
る
。
図
書
局
で
は
図
書
の
出
版
版
権
、図
書
保
存
、

外
国
文
書
翻
訳
な
ど
が
扱
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
総
務
局
、
庶
務
局
に
も
組
み
入
れ
ら
れ

た
の
ち
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
警
保
局
に
移
っ
て
図
書
課
と
な
っ
た

。

（ 
15
）
監
獄

監
獄
事
務
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
一
月
に
司
法
省
か
ら
移
管
さ
れ
、
警
保
局

の
部
課
や
監
獄
局
に
属
し
た
の
ち
、
明
治
三
三
年
七
月
、
改
め
て
司
法
省
に
移
管
さ
れ

た
。

（ 
16
）
鉄
道

明
治
二
三
年
、
内
閣
直
属
だ
っ
た
鉄
道
局
を
鉄
道
庁
と
改
称
し
内
務
大
臣
管
轄
と
し

た
が
、
二
年
後
の
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
逓
信
省
に
移
管
さ
れ
た
。

（ 
17
）
北
海
道

北
海
道
庁
が
内
務
大
臣
の
指
揮
監
督
に
属
し
た
の
は
明
治
二
三
年
七
月
の
こ
と
で
、

短
期
間
拓
殖
務
省
の
監
督
下
に
な
っ
た
時
期
を
除
く
と
内
務
省
の
管
下
に
あ
っ
た
。
省

内
の
機
構
と
し
て
北
海
道
局
が
短
期
間
存
在
し
た
が
、
そ
の
廃
止
後
は
指
揮
監
督
事
務

が
大
臣
官
房
、
次
い
で
地
方
局
に
移
っ
た
。
こ
の
状
態
は
昭
和
二
二
年
七
月
、
北
海
道

開
発
行
政
事
務
が
各
省
に
分
散
移
管
さ
れ
る
ま
で
継
続
し
た
。

（ 
18
）
外
地

朝
鮮
・
台
湾
・
樺
太
関
連
の
事
務
の
所
管
は
省
内
外
に
た
び
た
び
移
っ
た
が
、
昭
和

一
七
年
（
一
九
四
二
）
拓
務
省
廃
止
・
大
東
亜
省
新
設
に
あ
た
っ
て
改
め
て
内
務
省
に

移
さ
れ
、
管
理
局
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
は
昭
和
二
一
年
一
月
に
廃
止
さ
れ
、
外
務
省

に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
自
治
省
移
管
の
資
料
群
「
内
務
省
文
書
（
地
方
行
政

関
係
）」
お
よ
び
寄
贈
・
寄
託
文
書
の
「
佐
藤
達
夫
関
係
文
書
」
に
、
内
務
省
管
理
局
が

作
成
・
取
得
部
局
の
文
書
が
存
在
す
る
。

上
記
の
ほ
か
内
務
省
に
は
、
地
租
改
正
事
務
局
、
関
東
大
震
災
後
の
復
興
局
な
ど
一

時
的
に
特
定
の
事
務
を
扱
う
部
局
が
存
在
し
て
い
た
ほ
か
、
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し

た
外
局
の
造
神
宮
支
庁
な
ど
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。

以
上
を
改
め
て
整
理
す
る
と
、
内
務
省
の
事
務
移
管
先
と
し
て
、
戦
前
期
に
は
農
商

務
省
、
逓
信
省
、
司
法
省
、
文
部
省
、
大
蔵
省
、
厚
生
省
、
運
輸
通
信
省
、
外
務
省
な

ど
が
あ
り
、
内
務
省
廃
止
時
に
は
自
治
庁
（
後
の
自
治
省
）、
建
設
院
（
後
の
建
設
省
）、

外
務
省
、
国
家
地
方
警
察
本
部
、
国
家
消
防
庁
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
現
在
、
国
立
公
文
書
館
に
は
、
大
正
・
昭
和
戦
前
期
及
び
内
務
省
廃
止
時
に
事

務
が
移
管
さ
れ
た
省
庁
か
ら
の
内
務
省
文
書
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、 
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と
の
比
較
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
が

、
本
研
究
で
は
文
書
残
存
状
況
の
理
解
に
資
す
る

凡例：『近代日本公文書管理制度史料集 中央行政機関編』(『史料集』)掲載分は同書記載の史料番号、『法規分類大全』掲載分は巻数・頁数、国立公文書館所蔵資料は
請求番号をそれぞれ記載した。「標題」には、『資料集』掲載分は同書記載史料名、『法規分類大全』掲載のみの場合は目録掲載名、国立公文書館所蔵資料のみの場合
は著者任意のものを記した。

（※1）『史料集』では「単行書・元老院職官部書類一」（国立公文書館所蔵、請求記号：単01800100）所収の謄写を底本としており、これは明治19年2月12日に元老院庶務
課の求めに応じて内務省総務局記録課が謄写・提出したものだが、『法規分類大全』に掲載されている明治15年3月10日「内務省図書局処務順序」（11巻238-240頁）およ
び明治16年5月23日「図書局編纂課処務順序改正」（11巻251～253頁）とは条文に若干の相違がある。

本
節
で
紹
介
し
た
の
は
概
要
に
止
ま
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
い
検
討
が
必
要
に
な

る
。
本
研
究
は
、
こ
の
う
ち
の
土
木
行
政
関
連
を
分
析
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
．
二　　

文
書
保
存
規
程
の
変
遷

本
節
で
は
、
内
務
省
の
文
書
保
存
規
程
の
変
遷
を
概
観
し
て
い
く
。
内
務
省
の
文
書

管
理
に
関
し
て
は
、『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
に
三
上
昭
美
氏
の
解
説
、『
近
代
日
本
公

文
書
管
理
制
度
史
料
集

中
央
行
政
機
関
編
』（
以
下
、『
史
料
集
』
と
略
記
）
に
関
連
資

料
と
下
重
直
樹
氏
に
よ
る
解
説
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ほ
か

、
渡
邉
佳
子
氏
が
他
の
省
庁 
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観
点
か
ら
、
編
纂
・
保
存
・
廃
棄
に
関
わ
る
規
程
を
中
心
に
概
要
を
整
理
し
た
い
。【
表
２
】

は
関
連
資
料
を
『
史
料
集
』
か
ら
抜
粋
し
、『
法
規
分
類
大
全
』
所
収
及
び
国
立
公
文
書

館
所
蔵
の
関
連
資
料
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
と
に
、
先
行
研
究
を
適
宜

参
照
し
な
が
ら
論
述
し
て
い
く
。

一
．
二
．
一　　

内
閣
制
度
以
前

内
務
省
で
は
明
治
七
年
一
月
の
設
立
当
初
か
ら
記
録
課
が
設
け
ら
れ
、
こ
こ
に
決
裁

処
理
済
の
回
議
文
書
を
収
集
・
編
纂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
表
２
―
１
）。
二
月
に

内
達
さ
れ
た
「
内
務
省
処
務
順
序
」
で
は
、
処
理
済
の
文
書
は
主
任
寮
司
に
一
旦
戻
し

て
浄
書
を
寮
司
に
留
め
、
原
書
は
記
録
課
に
送
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
表
２
―
２
）。

し
か
し
七
月
に
は
、
処
理
済
文
書
は
直
接
記
録
課
に
送
ら
れ
、
原
書
を
記
録
課
が
浄
書

し
て
主
任
寮
司
課
に
送
る
形
に
改
め
ら
れ
た
（
表
２

３
）。

同
年
一
一
月
、
新
設
の
第
三
局
第
二
課
（―
編
纂
）
が
「
回
議
原
書
及

一
切
ノ
公
文
」
の
編
纂
そ
の
他
の
業
務
を
担
う
こ
と
と
な
る
（
表
２

４
）。
明
治
八
年
六
月
に
は
第
三
局
が
第
二
局
に
編
成
替
え
さ
れ
（
表
２
―
５
、

―

表2　内務省の文書保存に関する資料

番号 標題 文書区分及び番号 『史料集』
番号

『法規分類大全』
巻・頁

国立公文書館請求
番号 

1 回議文書記録課ヘ交付 明治7年1月20日内務省達第21号 6 11巻119頁 昭46総00607100 
2 内務省処務順序 明治7年2月24日内務省内達 9 11巻81-87頁 
3 謄写回議ヲ以テ原書ニ換用セシム 明治7年7月4日内務省達第22号 11 昭46総00607100 
4 省中各課ヲ廃シ四局三課ヲ置ク 明治7年11月15日内務省ヨリ各局課ヘ達 11巻149-153頁 
5 内務省中各局ヲ廃シ更ニ六局二掛ヲ置キ事務分掌ヲ定ム 明治8年3月30日内務省達 11巻157-160頁 
6 各局改正 明治8年6月12日内務省達乙第76号 11巻53頁 
7 第二局分課職掌ヲ仮定ス 明治8年7月12日第二局所定 11巻202頁 
8 第二局編纂処務順序 明治8年7月12日内務省制定 14 11巻202-204頁 
9 第二局保存掛処務順序 明治8年7月12日内務省制定 15 11巻204-206頁 

10 図書寮ヲ置ク 明治8年9月28日布告太政大臣署名第147号 11巻54-56頁 
11 編纂例言並内政編年録凡例 明治9年1月4日内務省作成 20 単01800100 
12 図書寮職制章程ヲ更定ス 明治9年1月12日内務省ヨリ図書寮ヘ達 11巻217-220頁 
13 図書寮分課ヲ定ム 明治9年1月14日図書寮伺 11巻220-221頁 
14 保存回議ノ種類改正 明治9年2月10日内務省図書頭決裁 21 昭46総00607100 
15 図書寮編纂課処務順序改正 明治9年2月内務省図書寮内達 22 11巻221-225頁 
16 公文原書編纂保存規則 明治9年4月カ内務省（図書局）制定 23 単01800100 
17 戸籍警保図書三寮ヲ廃シ内局及警保戸籍図書三局ヲ置ク 明治9年4月17日内務省ヨリ各寮局課掛ヘ達 11巻162頁 
18 局課改正 明治9年5月2日内務省達乙第52号 11巻58頁 
19 図書局編纂課処務順序改正（※1） 明治15年3月10日内務省制定 30 単01800100 
20 内務省処務条例 明治18年7月2日太政官閣議決定 33 公03922100 
21 内務省処務条例改正 明治19年1月16日内務省定 11巻129-140頁 
22 内政類典例言改正 明治19年1月日欠内務省制定 34 単01800100 
23 内務省文書保存規則並細則 明治19年6月29日内務省内達 37 11巻192-199頁 
24 内務省文書保存規則改正 明治21年7月14日内務省制定 39 72巻219-229頁、

77巻286-321頁
類00344100 

25 文書保存規則中ヲ改正ス 明治21年11月30日内務省ヨリ各局課ヘ達 72巻230-231頁 
26 文書保存規則中ヲ改正ス 明治23年3月17日内務省ヨリ各課局ヘ訓令 72巻231-232頁 
27 省号ナキ文書ノ編纂、保存及廃棄ニ関スル件 昭和7年4月25日内務省地方局局長書記通牒 46 昭48自治00232100 
28 内務省文書保存規程 昭和7年4月30日内務省訓令第1212号 47 昭47厚生00003100 
29 内務省文書保存規程改正 昭和11年12月24日内務省訓令第1059号 昭48自治00232100 
30 内務省文書保存規程改正 昭和15年12月21日内務省訓令第939号 昭48自治00232100



 

 

 

 

三
三

内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
の
た
め
の
基
礎
的
研
究　

―
土
木
行
政
関
係
を
中
心
に
―

『
北
の
丸
』
第
58
号

６
）、
第
二
局
編
纂
掛
が
「
省
内
ノ
回
議
原
書
」
の
調
査
・
分
類
編
纂
を
、
同
局
図
書
保

存
掛
が
公
文
の
保
存
や
各
寮
局
へ
の
貸
与
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
表
２
―
７
）
。

こ
の
と
き
定
め
ら
れ
た
「
第
二
局
編
纂
処
務
順
序
」
に
よ
る
と
、
公
文
を
重
要
度
に
応

じ
て
三
部
に
分
け
、
①
他
日
の
証
拠
と
す
べ
き
緊
要
の
書
類
は
第
一
部
（
二
葉
謄
写
し

一
本
を
主
任
に
交
付
、
一
本
を
編
纂
用
と
し
、
原
書
を
保
存
）、
②
成
規
定
例
に
よ
り
卿

の
名
を
も
っ
て
処
分
し
た
書
類
は
第
二
部
（
一
葉
謄
写
し
主
任
に
交
付
、
原
書
を
編
纂

用
と
す
る
）、
③
摘
録
の
上
で
原
書
を
主
任
に
送
付
す
る
書
類
を
第
三
部
と
す
る
こ
と
な

ど
を
定
め
た
（
表
２
―
８
）。「
第
二
局
保
存
掛
処
務
順
序
」
で
は
、
文
書
収
蔵
時
の
分

類
や
貸
出
し
手
続
き
、文
庫
の
開
閉
・
掃
除
等
の
管
理
規
程
も
設
け
ら
れ
た
（
表
２
―
９
）。

明
治
八
年
七
月
の
庁
舎
火
災
後
、
第
二
局
は
準
刻
局
と
合
流
し
て
九
月
に
図
書
寮
に

編
成
替
え
さ
れ
（
表
２
―
１
０
）、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
一
月
に
は
編
纂
・
出
版
・

庶
務
の
三
課
体
制
と
な
る
（
表
２
―
１
２
、１
３
）。
こ
の
図
書
寮
時
代
に
は
、文
書
編
纂
・

保
存
に
関
し
て
新
た
な
規
程
が
追
加
さ
れ
た
。
編
纂
形
式
に
つ
い
て
は
同
年
一
月
、「
内

政
編
年
録
」
と
「
内
政
類
典
」
の
二
種
を
編
纂
す
る
方
針
が
示
さ
れ
、
容
易
な
前
者
か

ら
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
（
表
２
―
１
１
）
。
ま
た
、
同
年
二
月
の
「
図
書
寮
編
纂
課

処
務
順
序
」
で
は
公
文
を
二
部
に
分
け
、
第
一
部
は
謄
写
を
主
任
に
送
り
原
本
を
編
纂

の
用
に
供
す
る
も
の
、
第
二
部
は
件
名
を
件
名
簿
に
記
載
し
て
原
本
は
主
任
に
返
付
す

る
も
の
と
し
て
い
る
（
表
２
―
１
５
）。
前
述
の
①
・
②
の
区
別
は
庫
内
の
置
き
場
所
の

違
い
の
み
で
有
名
無
実
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
（
表
２
―
１
４
）。
同
年
四
月
に
は

「
公
文
原
書
編
纂
保
存
規
則
」（
表
２
―
１
６
）
が
設
け
ら
れ
、［
第
一
類
］
本
議
・
府
県

稟
議
、［
第
二
類
］
本
議
・
府
県
稟
議
で
局
長
専
決
処
分
の
も
の
、［
第
三
類
］
届
書
・
建
白
、

［
第
四
類
］
照
会
・
通
知
の
四
類
の
区
分
が
設
定
さ
れ
て
、
第
一
～
三
類
は
そ
の
類
別
に

編
年
で
編
纂
し
、
第
四
類
は
原
紙
を
本
局
に
留
め
ず
主
任
局
に
返
付
す
る
こ
と
な
ど
が

定
め
ら
れ
た
。

明
治
九
年
四
月
、
図
書
寮
は
図
書
局
に
改
め
ら
れ
る
（
表
２
―
１
７
、１
８
）。
明
治

一
五
年
（
一
八
八
二
）、
図
書
局
の
各
掛
が
課
に
改
め
ら
れ
た
際
の
「
編
纂
課
処
務
順
序
」

（
表
２
―
１
９
）
に
は
、
内
政
類
典
、
内
政
編
年
録
、
各
種
の
便
覧
の
編
纂
を
行
う
こ
と

が
定
め
ら
れ
た
ほ
か
、
従
前
の
「
公
文
原
書
編
纂
保
存
規
則
」
で
設
定
さ
れ
た
重
要
度

に
基
づ
い
て
、
謄
写
を
主
任
に
送
っ
て
原
書
を
編
纂
の
用
に
供
す
る
場
合
と
、
原
書
を

主
任
に
送
付
す
る
場
合
と
が
分
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
処
理
済
文
書
を
一
律
に
収
集
保
存
す
る
と
い
う
大
ま
か
な
規
定
か
ら
、

選
別
の
上
で
編
纂
を
行
う
規
定
へ
と
順
次
整
備
さ
れ
、
保
管
や
貸
出
等
の
規
定
も
加
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
謄
写
作
成
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た

点
も
、
後
の
規
定
と
の
違
い
で
あ
る
。

な
お
、
内
務
省
は
当
時
、
省
内
の
み
な
ら
ず
全
国
の
官
庁
の
文
書
編
纂
・
保
存
を
企

図
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
各
地
か
ら
文
書
目
録
が
提
出
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ

た
が
、
こ
れ
は
内
閣
制
度
創
設
後
に
廃
止
さ
れ
た

。

一
．
二
．
二　

内
閣
制
度
創
設
後
の
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」

一
．
二
．
二　

内
閣
制
度
創
設
後
の
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」

内
閣
制
度
の
創
設
は
、
文
書
の
処
理
・
施
行
・
保
存
の
三
過
程
に
即
し
た
内
務
省
文

書
管
理
体
制
が
、
一
応
の
完
成
を
み
る
に
至
っ
た
画
期
と
言
わ
れ
て
い
る

。
処
理
・
施

行
に
関
す
る
制
度
は
省
略
し
、
文
書
の
編
纂
・
保
存
に
関
し
て
の
み
確
認
す
る
と
、
組

織
面
で
は
明
治
一
八
年
六
月
、
図
書
局
を
廃
し
て
編
纂
・
保
存
事
務
が
新
設
の
総
務
局

第
二
部
に
移
り
（
表
２
―
２
０
）、
翌
年
一
月
に
は
総
務
局
記
録
課
が
担
当
す
る
こ
と
と

な
る
（
表
２
―
２
１
）。
規
則
の
面
で
は
明
治
一
九
年
六
月
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
並

細
則
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
体
系
的
な
文
書
編
纂
・
保
存
の
規
定
が
成
立
し
た
（
表

２
―
２
３
）。

同
規
則
で
は
、
①
内
務
省
と
各
局
の
文
書
を
記
録
課
に
収
集
整
頓
、
保
存
す
べ
き
こ

と
を
述
べ
た
上
で
、
②
文
書
を
永
久
保
存
、
一
年
保
存
、
六
か
月
保
存
に
区
分
す
る
こ
と
、 

③
必
要
に
応
じ
て
編
纂
前
に
一
旦
主
任
に
回
付
す
る
こ
と
、
④
保
存
文
書
は
謄
本
を
作 
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一
．
二
．
三

昭
和
期
の
「
内
務
省
文
書
保
存
規
程
」

　

ら
ず
原
本
を
使
用
す
る
た
め
取
扱
い
に
注
意
す
る
こ
と
、
⑤
保
存
期
限
を
終
え
て
廃
棄

す
べ
き
文
書
は
記
録
課
長
が
検
査
し
、
印
章
な
ど
転
用
の
恐
れ
あ
る
も
の
は
塗
抹
ま
た

は
裁
断
し
て
会
計
局
に
回
付
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
細
則
で
は
、文
書
の
整
理
・

保
管
・
閲
覧
・
貸
出
の
手
続
き
、
文
庫
の
管
理
に
つ
い
て
も
詳
記
さ
れ
、
永
久
保
存
文

書
の
類
別
を
示
し
た
「
公
文
類
別
部
目
」（「
土
木
」
部
の
下
に
「
道
路
」
等
の
各
目
、「
道

路
」
目
の
下
に
「
開
鑿
」
等
の
各
款
を
設
け
る
な
ど
）
も
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
規
則
・
細
則
は
明
治
二
一
年
七
月
の
改
正
に
よ
っ
て
、
細
則
の
内
容
を
組
み
込

ん
だ
「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」
と
な
る
。
主
な
変
更
点
は
、
文
書
の
種
別
区
分
が
永

23

久
保
存
、
二
〇
年
間
保
存
、
五
年
間
保
存
、
一
年
間
保
存
の
四
種
と
な
り
、
そ
の
区
分

の
基
準
が
「
公
文
種
類
区
別
標
準
」
と
し
て
詳
記
さ
れ
た
こ
と
、「
公
文
類
別
部
目
」
が

文
書
全
体
を
対
象
と
す
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
、
秘
密
文
書
の
扱
い
に
つ
い
て
追
加
さ

れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
（
表
２
―
２
４
）。
こ
の
改
正
後
の
規
則
の
概
要
を
【
表
３
】
に

ま
と
め
た
。

同
規
則
は
さ
ら
に
同
年
一
一
月
、
明
治
二
三
年
三
月
に
一
部
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、

前
者
で
は
「
公
文
類
別
部
目
」
に
依
ら
な
い
編
纂
方
式
の
導
入
（
各
局
に
大
別
後
、「
局

議
閣
省
庁
府
県
等
ニ
細
分
」。
類
目
は
付
箋
に
記
入
）
そ
の
他
管
理
方
法
の
変
更
、
後
者

で
は
文
書
の
保
存
年
限
を
永
久
保
存
・
二
〇
年
間
保
存
・
一
〇
年
間
保
存
・
五
年
間
保
存
・

一
年
間
保
存
の
五
種
に
分
け
る
変
更
が
行
わ
れ
た
（
表
２
―
２
５
、２
６
）。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
時
期
、
記
録
課
で
の
謄
写
作
成
業
務
が
省
か
れ
て
原
本
利
用

の
原
則
が
明
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
保
存
年
限
と
廃
棄
手
順
が
明
記
さ
れ
、
秘
密
文
書

の
扱
い
も
規
定
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
文
書
の
編
纂
・
保
存
業
務
は
、
明
治

二
四
年
大
臣
官
房
記
録
課
に
移
っ
た
後
、
明
治
二
六
年
に
は
他
の
文
書
処
理
業
務
と
と

も
に
文
書
課
に
一
本
化
さ
れ

、
以
後
一
時
的
に
総
務
局
に
文
書
課
が
移
管
さ
れ
た
時
期

を
除
き
、
一
貫
し
て
大
臣
官
房
文
書
課
が
文
書
保
存
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。

『
北
の
丸
』
第

号

内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
の
た
め
の
基
礎
的
研
究

―
土
木
行
政
関
係
を
中
心
に
―

三
四 
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一
．
二
．
三　　

昭
和
期
の
「
内
務
省
文
書
保
存
規
程
」

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）、「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」
に
か
わ
る
新
た
な
規
定
と
し

て
「
内
務
省
文
書
保
存
規
程
」（
表
２
―
２
８
）
が
設
け
ら
れ
た
。【
表
３
】
に
示
し
た

概
要
を
も
と
に
、
両
者
の
違
い
を
確
認
し
た
い
。

第
一
に
、
文
書
課
だ
け
で
な
く
各
主
務
局
で
の
文
書
保
存
に
つ
い
て
も
幅
広
く
規
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
省
号
の
あ
る
文
書
の
場
合
は
、
原
則
と

し
て
文
書
課
記
録
掛
が
収
受
・
編
纂
す
る
が
、
主
務
局
で
必
要
期
間
留
置
・
編
纂
し
て

文
書
課
に
引
継
ぐ
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
省
号
の
な
い
文
書
は
主
務
局
長
の

定
め
に
よ
り
主
務
局
で
収
集
・
編
纂
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
文
書
課
に
引
継
ぐ
こ
と
も
、

主
務
局
で
保
管
・
廃
棄
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
と
し
た

。
処
理
済
の
文
書
を
主
務
局

で
関
係
成
案
文
書
に
合
併
す
る
規
定
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、
機
密
文
書
に
つ
い
て
も
文

書
課
で
は
な
く
主
務
局
で
編
纂
・
保
管
す
る
（
た
だ
し
、
文
書
課
へ
の
引
継
ぎ
も
可
と

す
る
）
形
に
変
わ
っ
た
。
総
じ
て
、
文
書
保
存
に
お
け
る
各
主
務
局
の
役
割
が
拡
大
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

第
二
に
、
保
存
年
限
に
よ
る
区
分
が
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
六
分
類
と
な
り
（
永
久

保
存
、
三
〇
年
、
二
〇
年
、
一
〇
年
、
五
年
、
一
年
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
が
具
体
的
に

示
さ
れ
た
。

第
三
に
、
編
纂
方
法
に
つ
い
て
は
「
暦
年
編
纂
録
」
と
「
件
別
編
纂
録
」
の
区
別
が

設
け
ら
れ
た
。
後
者
は
、
河
川
使
用
、
軌
道
敷
設
、
水
道
敷
設
、
下
水
道
敷
設
、
路
線

認
定
な
ど
、
同
一
事
件
に
関
連
し
一
括
保
存
を
要
す
る
も
の
を
対
象
と
し
た
編
纂
方
法

と
な
る
。

そ
の
ほ
か
、
文
書
の
一
部
を
な
す
容
量
の
大
き
い
図
書
の
分
離
保
管
を
可
と
す
る
規

定
な
ど
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
謄
本
を
作
成
せ
ず
原
本
を
利
用
す
る
と
の
規

定
は
な
く
な
っ
た
。
す
で
に
原
本
の
編
纂
・
保
存
と
利
用
が
一
般
化
し
て
い
た
た
め
と

推
測
さ
れ
る
。 
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内務省文書保存規則（明治21.7.14改正） 内務省文書保存規程（昭和7.4.30）
規程の位置付け

保存期間の分類

保存期間の起算
文書の合併

文書受入れ

編纂方法

各局課の取扱いと
文書課への引継ぎ

原本と謄本

文書の保存管理
閲覧
貸与・借覧

廃棄

書庫の管理
秘密文書（機密文
書）

保存年限の種別

その他

表3　「内務省文書保存規則」と「内務省文書保存規程」の概要比較

内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
の
た
め
の
基
礎
的
研
究　

―
土
木
行
政
関
係
を
中
心
に
―

三
五

内務省文書保存規則（明治21.7.14改正） 内務省文書保存規程（昭和7.4.30）
規程の位置付け 本省・各局の文書は一切記録課に収集・整頓し、2条の種別

により保存・廃棄する(1条)
文書の収集・編纂・保管・廃棄は本規定により行う(1条)

保存期間の分類 第一種…永久保存すべき文書
第二種…20年間保存すべき文書
第三種…5年間保存すべき文書
第四種…1年間保存すべき文書(2条)
記録課長・主管局課長合議の上、総務局長の指揮を受けて
保存年限の加除を可とする（3条）

第1類…永久保存
第2類…30年保存
第3類…20年保存
第4類…10年保存
第5類…5年保存
第6類…1年保存(2条)
文書課記録掛保管文書は主務局長の申出に基づき文書課長におい
て、主務局保管文書については主務局長において、適宜保存期間を
定め得る(3条)

保存期間の起算 〔省略〕(4条) 〔省略〕(5条)
文書の合併 〔なし〕 編纂前の処理済文書は主務局で関係成案文書と合併可(6条)、記録

台帳登録文書を機密文書・省号なき文書に合併した際は文書課長
へ通知(6条)

文書受入れ 各局課回議施行後に記録課が収受・件名簿に記載、主任再
回を要するものは主任に送付、不完全のものは主任に完備
を求める(9～10条）

省号ある文書は処理済後に文書課記録掛が収受し記録台帳に記
載、主務局再回を要する文書は主務局に交付し、主務局で使用後速
やかに記録掛に返戻(8～11条)
文書の一部をなす図書が容量厖大の場合は分離保管可(11条)

編纂方法 歴年度をもって分界とし、保存年限と類別部目〔局別に「部」
を大別したのち、所掌事務別に「目」「款」に細分〕により区
分、決判施行の月日で編纂（5条）

省号ある文書は省号・処理年月日・類別を標記(13条)、「暦年編纂
録」(処理結了の暦年ごとに取りまとめ)と「件別編纂録」(河川使用・
軌道敷設・水道敷設・下水道敷設・路線認定その他を一括保存)に分
けて編纂し台帳登録・目録作成(14～19条)

各局課の取扱いと
文書課への引継ぎ

回議書施行後に主任再回の場合は5日迄借留可、延長は要
手続（19条）
各局課で常備を要する場合は記録課に合議し総務局長の承
認を要す（20条）

省号ある文書で主務局で常備を要するか関係文書添付の必要ある
文書は必要期間中留置可(10条)、主務局で編纂して文書課記録掛
に引継可(20条)
省号ない文書は主務局長の定めにより主務局で収集、編纂する。文
書課記録掛に引継ぎも可(12条、21条)
省号ない文書は主務局長の定めにより主務局で保管(32条)

原本と謄本 原本を参考証例の用に供すため取扱いに注意（6条）
原本を使用すべからざる文書は謄本を作り普通文書中に収
め原本は特別に保存（7条）

〔なし〕

文書の保存管理 〔省略〕（11～15条） 〔省略〕(22～23条)
閲覧 〔省略〕（16～17条） 〔省略〕(25条)
貸与・借覧 局課に貸与の場合は証書と交換（17条）

返納期限5日、延長は要手続（17、18条）
参照として新回議に添付の場合は記録課に通知（18条）

借覧の際は借覧証書を文書課長に提出。返却期限10日、延長時は
都度手続(26～27条)
他の成案文書に参考添付の場合は文書課記録掛に通知(28条)。〔そ
の他他官庁からの貸与依頼の手続きについて、省略〕(29条)。転貸
不可(30条)

廃棄 保存期限を終えた文書は記録課長点検、総務課長判定後、
件名簿等に廃棄を記録の上、印章等は塗抹又は裁断し会計
局に交付。即時廃棄の文書は記録課長限り随時処分し会計
局に交付（8条）

歴年編纂録・件別編纂録のすべては保存期間満了時は文書課長・
主務局長協議の上廃棄、台帳にその旨記載(33条)
省号のない文書は主務局長の定めにより主務局で廃棄(34条)
不用品として物品会計官吏に交付後、焼却などの処置を講じ、印章
その他転用の恐れあるものは現形を残さないよう注意(35条)

書庫の管理 〔省略〕（21～25条） 〔省略〕(24条、45～48条)
秘密文書（機密文
書）

【甲号 秘密文書保存規則】
記録課長を秘密文書の編纂保存の責に任ずる(1条)
永遠発露すべからざるもの、処分中秘密を要するものの2種
とする(2条)
処分済の秘密文書は封印し直接記録課長に授付(3条)、普
通公文書の例に準じて編纂保存し、書箱の管錀は記録課長
管理(4条)
主任外の閲覧の場合は主任承諾証を記録課長に示し当該
部分のみ閲覧(5条)
官吏進退その他大臣次官の特命で記録課長に授付しないも
のは例外(6条)

省号ある機密文書は文書課往復掛より主務局に返付(36条)。返付を
受けた省号のある機密文書、および主務局で処理を終えた省号のな
い機密文書は、保存上機密扱いの必要ないものは機密の標示を朱
抹して普通文書として扱い、保存上機密扱いの必要あるものは主務
局で編纂し必要期間保管(38条)
編纂は暦年編纂録とするが件別編纂録も可(39条)
主務局で保管の必要がなくなった機密文書は文書課記録掛に引継
ぎ可(40条)
〔その他閲覧、借覧、廃棄について。省略〕(41～43条)

保存年限の種別 【公文種類区別標準】
第一種：法律規則の制定更正非常または特殊の処分その他
事の創設に関する文書
第二種：法律規則執行上の疑義に対しすでに他の府県等へ
指令回答した例を照らして指令回答した文書、または永久保
存を要せざるも10数年間参照の供用ありと認める稟議およ
び届の類
第三種：経費その他金銭出納に関し決算報告を終えたのち
は不要に帰するもの、または処分済み上申報告の類あるい
は両三年間参照の供用ありと認める文書
第四種：原簿、台帳等に登録を終えた諸申牒、官吏身分に
関する諸願届請書、出勤簿、調査を付した諸報告ならびに製
表の材料、期約もしくは免許の効板権保護の効消滅したも
の、一時の処弁を終えた上申往復の類

〔以下20年保存の例のみ抜粋〕(4条)
1、訓令、通牒、告示、広告または内規にして重要ならざるもの。2、
請願。3、建議または陳情にして特に重要なもの。4、報告、届出、復
命または調査にして重要なもの。5、許可、認可、特許、登録または
契約等にしてその法律関係の10年を超えるものにして重要ならざる
もの。6、行政訴訟または民事訴訟に関するものにして重要ならざる
もの。7、褒賞条例による表彰にして重要ならざるもの。8、官吏また
は待遇官吏の給与。9、定期および定例の賞与を除くほか嘱託また
は雇員の進退、身分または賞罰。10、嘱託または雇員の履歴書。
11、会計検査院に対する弁明にして重要ならざるもの。12、右のほ
か10年以上の保存を必要と認めるもの

その他 社会局主管文書の保存は社会局長官の定めるところにより社会局
において行う（49条）
明治28年3月13日内務省文書保存規則、内務省機密文書保存規
則、公文区分標準はこれを廃す（50条）

凡例：細部の内容は適宜省略した。〔　〕内の記述は筆者注記。
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内
務
省
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書
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解
の
た
め
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研
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―

『
北
の
丸
』
第 
58
号

こ
の
「
内
務
省
文
書
保
存
規
程
」
は
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）、
昭
和
一
五
年
の
二

度
改
正
さ
れ
た
が
（
表
２
―
２
９
、３
０
）、
特
に
一
一
年
の
改
正
時
に
は
大
幅
な
文
言

の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
内
容
上
の
変
更
点
と
し
て
は
、
文
書
課
に
設
け
る
べ
き
帳

簿
類
の
規
定
や
、
文
書
の
合
併
に
関
す
る
よ
り
詳
し
い
規
定
が
加
わ
り
、
事
務
参
考
の

調
査
書
類
な
ど
も
文
書
課
に
引
継
ぎ
可
と
し
た
こ
と
、
借
覧
期
限
が
一
か
月
と
長
期
化

し
た
こ
と
、
機
密
文
書
の
廃
棄
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
外
局
で
あ
る
社
会
局
主
管
文
書
の
保
存
は
、
社
会
局
長
官
の
定
め
に
よ
り
社

会
局
で
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
局
は
独
自
に
文
書
管
理
に
関
す
る
規
定
を
設

け
て
お
り
、
そ
の
他
の
各
局
課
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。『
史
料
集
』
に
は
、
社
会
局
お
よ
び
警
務
課
の
文
書
管
理
規
程
が
収
め
ら

れ
て
い
る

。

一
．
二
．
四　

規
定
外
の
焼
亡

一
．
二
．
四　

規
定
外
の
焼
亡

こ
こ
ま
で
文
書
保
存
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
火
災
・
災
害
や
戦
後
の
混
乱
の
中
で
、
内
務
省
文
書
は
た
び
た
び

焼
亡
・
処
分
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

。

明
治
八
年
七
月
三
日
、
内
務
省
庁
舎
が
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
設
立
以
来
の
文
書
の
大

半
が
灰
燼
に
帰
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
図
書
寮
で
は
同
年
度
か
ら
焼
亡
文
書
調
査
が
始

ま
り
、
各
庁
へ
の
派
出
、
地
方
へ
の
照
会
に
よ
り
、
文
書
の
謄
写
収
集
を
試
み
た

。
明

治
一
〇
年
完
了
時
の
内
務
省
年
報
に
よ
る
と
、
焼
亡
し
た
の
が
公
文
四
万
二
，
二
七
四

件
、
附
属
書
類
四
万
四
，
八
八
二
綴
、
帳
簿
七
，
九
六
七
冊
、
書
籍
一
万
一
，
七
〇
七

冊
、
絵
図
類
五
八
〇
枚
に
対
し
、
明
治
八
年
度
か
ら
一
〇
年
度
に
か
け
て
収
集
し
得
た

の
は
公
文
二
万
六
，
九
六
一
件
、
附
属
書
類
三
，
三
四
七
綴
、
帳
簿
七
七
七
冊
、
書
籍

一
万
七
三
〇
冊
、
絵
図
類
の
み
増
加
し
一
，
五
七
六
枚
で
あ
っ
た

。

関
東
大
震
災
で
も
庁
舎
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
多
く
の
文
書
が
焼
失
し
た
。『
大
正
震
災

志
』
で
は
、
内
務
省
で
焼
失
し
た
文
書
と
し
て
、
警
保
局
図
書
課
の
納
本
書
籍
・
雑
誌
・

新
聞
等
、
官
房
文
書
課
保
管
の
琉
球
藩
記
録
類
・
藤
波
子
爵
家
記
録
・
幕
府
引
継
資
料
等
、

神
社
局
や
造
神
宮
使
庁
の
蔵
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が

、
こ
れ
に
は
不
正
確
な
と
こ
ろ

も
あ
る
と
さ
れ
る

。

そ
の
一
方
で
、
震
災
に
よ
る
焼
亡
を
免
れ
た
文
書
も
あ
っ
た
。
当
時
官
房
秘
書
課
雇

だ
っ
た
遠
山
範
重
の
談
と
し
て
、
本
省
・
各
府
県
別
の
高
等
官
の
履
歴
書
綴
、
略
履
記

載
台
帳
、
そ
の
他
の
書
類
を
大
臣
官
邸
に
運
ん
だ
話
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

。

ま
た
、
川
村
芳
次
の
回
想
に
よ
る
と
、「
内
務
省
創
設
以
来
の
省
議
決
定
や
行
政
実
例
な

ど
の
最
重
要
の
も
の
だ
け
を
重
点
に
持
ち
出
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
」、
簿
冊
を
大
臣

官
邸
に
運
ん
だ
と
い
う

。

終
戦
直
後
に
は
文
書
の
焼
却
も
行
わ
れ
た
。
当
時
官
房
文
書
課
事
務
官
だ
っ
た
大
山

正
は
、「
内
務
省
の
文
書
を
全
部
焼
く
よ
う
に
と
い
う
命
令
が
出
ま
し
て
、
後
に
な
っ
て

ど
う
い
う
人
に
ど
う
い
う
迷
惑
が
か
か
る
か
分
か
ら
な
い
か
ら
、
選
択
な
し
に
全
部
燃

や
せ
と
い
う
こ
と
で
、
内
務
省
の
裏
庭
で
、
三
日
三
晩
、
炎
々
と
夜
空
を
焦
が
し
て
燃

や
し
ま
し
た
」
と
回
想
し
て
い
る

。
一
方
、
社
会
局
の
移
管
先
で
あ
る
厚
生
省
に
勤
め

て
い
た
伊
藤
謹
二
の
談
と
し
て
「
私
の
関
係
し
て
お
つ
た
と
こ
ろ
で
は
殆
ど
焼
か
な
か

つ
た
の
で
後
で
何
等
不
便
を
感
じ
な
か
つ
た
」
と
い
う
証
言
も
あ
る
。
ま
た
、
敗
戦
時

に
お
け
る
地
方
機
関
へ
の
焼
却
指
示
に
つ
い
て
検
討
し
た
加
藤
聖
文
氏
は
、
内
務
省
の

指
示
で
焼
却
対
象
と
さ
れ
た
の
は
一
般
的
に
機
密
文
書
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

。

な
お
、
国
立
公
文
書
館
の
「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
文
書
」
中
に
内
務
省
文
書
が
多
数

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
連
合
国
側
に
接
収
さ
れ
た
文
書
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が

わ
れ
る
。

内
務
省
文
書
の
う
ち
何
が
失
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
瞭
な
所
が
多
い
が
、

現
存
す
る
文
書
の
情
報
を
収
集
・
検
討
す
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35



 

 

 

 

三
七

内
務
省
文
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の
構
造
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理
解
の
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の
基
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二　

内
務
省
の
土
木
行
政
関
係
文
書
に
つ
い
て

二　

内
務
省
の
土
木
行
政
関
係
文
書
に
つ
い
て

本
章
で
は
、
内
務
省
が
作
成
・
取
得
し
保
管
し
て
い
た
公
文
書
の
う
ち
、
土
木
行
政

に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

土
木
行
政
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
内
務
省
の
設
立
か
ら
昭
和
二
二
年
の
廃

止
に
至
る
ま
で
の
間
、
一
貫
し
て
同
省
が
所
掌
し
た
行
政
事
務
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

土
木
行
政
に
関
す
る
文
書
は
、
近
代
を
通
じ
て
内
務
省
の
文
書
管
理
の
あ
り
方
に
規
定

さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
内
務
省
文
書
の
全
体

像
を
検
討
す
る
第
一
歩
と
し
て
好
事
例
に
な
る
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
土
木
行
政
と
一
言
で
表
し
て
も
、
そ
の
対
象
と
す
る
事
務
は
多
岐
に
わ
た
る
。

内
務
省
研
究
の
基
本
文
献
で
あ
る
『
内
務
省
史
』
に
お
い
て
も
、「
第
五
章

土
木
行
政
」

に
は
河
川
・
砂
防
・
港
湾
・
道
路
・
上
下
水
道
・
公
有
水
面
埋
立
て
及
び
運
河
と
い
っ

た
項
目
が
立
項
さ
れ
て
お
り

、
そ
の
所
掌
と
す
る
土
木
事
務
が
い
か
に
広
範
で
あ
っ
た

か
が
窺
え
る
。

そ
こ
で
、
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
土
木
行
政
を
分
掌
し
た
部
局
単
位
で
の
区
分
を
設

定
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
長
ら
く
土
木
行
政
を
掌
っ
た
内
務
省
土
木
局
は
、
道
路
課
・

河
川
課
・
港
湾
課
の
三
課
体
制
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
本
省
が
策
定
し
た
直
轄
工
事
を

実
施
す
る
た
め
、
全
国
に
地
方
機
関
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
本
章

に
お
い
て
は
、
道
路
行
政
・
河
川
行
政
・
港
湾
行
政
・
実
施
機
関
の
四
つ
の
区
分
を
設

定
し
、
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
土
木
行
政
部
局
に
お
い
て
は
、
右
記
の
事
務
系
部
局
と
は
別
に
、
技
官
を
中

心
に
構
成
さ
れ
た
技
術
系
部
局
（
技
術
課
な
ど
）
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
部
局
に
つ

い
て
は
、
組
織
構
造
の
あ
り
方
が
事
務
系
部
局
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
今
回

の
検
討
に
お
い
て
は
対
象
外
と
す
る
。

二
．
一　

土
木
行
政
部
局
と
所
掌
事
務
の
変
遷

二
．
一　

土
木
行
政
部
局
と
所
掌
事
務
の
変
遷

こ
こ
で
は
、
内
務
省
に
お
け
る
土
木
行
政
部
局
と
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
そ
の
変
遷

を
確
認
す
る
。

二
．
一
．
一　

太
政
官
制
下
の
土
木
行
政
部
局

二
．
一
．
一　

太
政
官
制
下
の
土
木
行
政
部
局

内
務
省
の
土
木
行
政
部
局
は
、
明
治
六
年
一
一
月
に
設
置
さ
れ
た
、
土
木
寮
に
始
ま
る
。

明
治
七
年
一
月
九
日
に
定
め
ら
れ
た
内
務
省
事
務
章
程
に
は
「
道
路
川
河
ヲ
修
理
ス
ル

ノ
法
則
ヲ
施
行
ス
ル
事
」
の
事
項
が
あ
り

、
内
務
省
が
所
掌
す
る
土
木
事
務
と
し
て
、

道
路
・
堤
防
・
橋
梁
の
設
置
改
修
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
務
を
分
掌
す
る
の
が
、

土
木
寮
と
さ
れ
た
。

明
治
一
〇
年
一
月
、
太
政
官
制
の
改
正
に
伴
っ
て
、
土
木
寮
は
土
木
局
と
改
称
さ
れ
た
。

以
後
、
昭
和
一
六
年
九
月
に
国
土
局
と
改
称
さ
れ
る
ま
で
、
土
木
局
は
内
務
省
の
土
木

行
政
を
掌
っ
た
。

初
期
の
土
木
行
政
に
お
い
て
は
、
土
木
分
野
ご
と
の
分
課
体
制
は
未
確
立
で
あ
っ
た
。

土
木
寮
に
は
専
務
課
・
諸
務
課
の
二
課
が
、
土
木
局
に
は
庶
務
課
・
工
務
課
・
会
計
課

の
三
課
が
設
置
さ
れ
た
が

、
各
部
局
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
当
時
の
分
課
は
実

施
業
務
と
管
理
業
務
の
別
に
則
し
た
体
制
で
あ
っ
た
。

二
．
一
．
二　

内
閣
制
下
の
道
路
行
政
部
局

二
．
一
．
二　

内
閣
制
下
の
道
路
行
政
部
局

明
治
一
八
年
一
二
月
、
太
政
官
制
が
廃
止
さ
れ
、
内
閣
制
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
を

受
け
て
、
明
治
一
九
年
二
月
二
六
日
、
内
務
省
官
制
が
改
正
さ
れ
、
省
内
の
分
課
体
制

に
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
内
務
省
土
木
局
に
お
い
て
は
、
治
水
課
・
道
路
課
・

計
算
課
の
三
課
が
設
置
さ
れ
、
こ
こ
に
土
木
分
野
別
の
分
課
体
制
が
確
立
さ
れ
る
こ
と 
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と
な
っ
た

。

道
路
行
政
に
つ
い
て
は
、
道
路
課
が
分
掌
し
た
。
道
路
課
は
、
大
き
な
組
織
的
変
化

を
経
る
こ
と
な
く
、
昭
和
二
二
年
一
二
月
の
内
務
省
廃
止
に
至
る
ま
で
、
近
代
日
本
の

道
路
行
政
を
掌
っ
た
。

道
路
課
の
所
掌
事
務
が
明
記
さ
れ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
、
明
治
二
四
年
八
月
一
六

日
に
定
め
ら
れ
た
「
内
務
省
分
課
規
程
」
が
最
初
で
あ
る

。
こ
こ
で
は
、
道
路
課
の
所

掌
事
務
と
し
て
、「
道
路
橋
梁
等
ノ
工
事
並
其
府
県
工
事
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
事
項
」
お
よ

び
「
鉄
道
ニ
関
ス
ル
事
項
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
道
路
課
の
所
掌
事
務
は
、 

①
道
路
・
橋
梁
の
工
事
、
②
府
県
工
事
の
監
督
、
③
鉄
道
関
連
事
務
、
の
三
つ
と
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
明
治
二
六
年
一
一
月
九
日
に
は
分
課
規
程
が
改
正
さ
れ

、
道
路
課
の
所
掌

事
務
は
「
府
県
経
営
ノ
道
路
工
事
其
他
公
共
ノ
道
路
工
事
ニ
関
ス
ル
事
項
」
お
よ
び
「
府

県
道
路
工
費
補
助
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
定
め
ら
れ
、前
出
②
の
府
県
工
事
の
監
督
・

補
助
に
限
定
す
る
か
た
ち
に
改
め
ら
れ
た
。
所
掌
事
務
が
限
定
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、

前
出
①
の
道
路
・
橋
梁
工
事
に
つ
い
て
は
省
内
に
新
設
さ
れ
た
直
轄
工
事
課
の
所
掌
と

な
っ
た
こ
と
、
前
出
③
の
鉄
道
行
政
に
つ
い
て
は
前
年
の
明
治
二
五
年
七
月
に
内
務
省

か
ら
逓
信
省
に
所
掌
が
移
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
所
掌
事
務
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
た
道
路
課
で
あ
っ
た
が
、
明
治
末

頃
か
ら
段
階
的
に
所
掌
事
務
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
四
月

一
二
日
に
改
正
さ
れ
た
分
課
規
程
に
は
、「
道
路
及
軌
道
ニ
関
ス
ル
事
項
」
お
よ
び
「
道

路
工
費
ノ
補
助
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
あ
り
、
所
掌
に
軌
道
に
関
す
る
事
務
が
追
加
さ
れ

た

。
ま
た
、大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
一
二
月
二
〇
日
に
改
正
さ
れ
た
分
課
規
程
で
は
、

「
道
路
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
軌
道
ニ
関
ス
ル
事
項
」
に
続
い
て
「
上
水
道
下
水
道
ノ
工
事

及
其
補
助
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
土
地
収
用
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
あ
り
、
所
掌
に
上
下
水
道

工
事
お
よ
び
土
地
収
用
に
関
す
る
事
務
が
追
加
さ
れ
た

。
そ
の
後
、
昭
和
一
六
年
九
月

に
土
木
局
が
国
土
局
に
改
称
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
分
課
規
程
に
お

い
て
、
道
路
課
の
所
掌
は
「
道
路
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
軌
道
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
上
水
道

下
水
道
ニ
関
ス
ル
事
項
」
の
ほ
か
「
自
動
車
道
事
業
及
自
動
車
運
輸
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項
」

な
ど
と
さ
れ
、
土
地
収
用
に
関
す
る
事
務
が
削
除
さ
れ
（
土
木
局
総
務
課
に
移
管
）、
自

動
車
事
業
に
関
す
る
事
務
が
追
加
さ
れ
た

。

二
．
一
．
三　

内
閣
制
下
の
河
川
行
政
部
局

二
．
一
．
三　

内
閣
制
下
の
河
川
行
政
部
局

河
川
行
政
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
九
年
二
月
の
内
務
省
官
制
改
正
に
よ
っ
て
、
治
水

課
が
分
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

。
明
治
二
四
年
八
月
に
定
め
ら
れ
た
内
務
省
分
課
規

程
に
は
「
河
川
堤
防
港
湾
等
ノ
工
事
並
其
府
県
工
事
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
あ
り
、

治
水
課
の
所
掌
は
河
川
堤
防
や
港
湾
に
お
け
る
工
事
お
よ
び
府
県
工
事
の
監
督
と
さ
れ

た

。明
治
二
六
年
一
一
月
に
分
課
規
程
が
改
正
さ
れ
る
と
、
治
水
課
の
所
掌
事
務
は
大
き

な
変
化
を
迎
え
た
。
ま
ず
、
所
掌
範
囲
と
し
て
「
衛
生
工
事
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
水
面
埋

立
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
い
っ
た
、
衛
生
工
事
お
よ
び
公
有
水
面
埋
立
て
に
関
す
る
事
務

が
追
加
さ
れ
た
。
ま
た
、
従
前
の
河
川
堤
防
・
港
湾
工
事
に
つ
い
て
は
、「
府
県
経
営
ノ

河
海
工
事
其
他
公
共
ノ
河
海
工
事
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
府
県
河
海
工
費
補
助
及
衛
生
工
費

補
助
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
改
め
ら
れ
、
道
路
課
と
同
様
に
、
府
県
工
事
の
監
督
・

工
費
補
助
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

。

明
治
四
四
年
四
月
、
治
水
課
は
河
港
課
に
改
称
さ
れ
た
。
河
港
課
の
所
掌
事
務
は
、

「
河
川
港
湾
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
砂
防
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
公
有
水
面
ノ
埋
立
使
用
ニ
関
ス

ル
事
項
」
な
ど
と
さ
れ
、
砂
防
に
関
す
る
事
務
が
追
加
さ
れ
た

。
そ
の
理
由
は
、
明
治

三
〇
年
（
一
八
九
七
）
三
月
に
砂
防
法
（
明
治
三
〇
年
法
律
第
二
九
号
）
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
関
連
事
務
を
同
課
が
引
き
受
け
た
こ
と
に
よ
る
。

大
正
一
三
年
四
月
、
土
木
局
に
港
湾
課
が
新
設
さ
れ
、
河
港
課
は
河
川
課
に
改
称
さ

れ
た
。
同
年
一
二
月
に
改
正
さ
れ
た
分
課
規
程
で
は
、
河
川
課
の
所
掌
事
務
は
「
河
川 
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ニ
関
ス
ル
事
項
」「
砂
防
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
湖
沼
ノ
埋
築
干
拓
及
使
用
ニ
関
ス
ル
事
項
」

に
加
え
て
「
水
利
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
災
害
土
木
工
事
国
庫
補
助
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
土

木
統
計
及
直
轄
工
事
年
報
ノ
編
纂
ニ
関
ス
ル
事
項
」
が
追
加
さ
れ
、
大
幅
に
拡
大
し
た

。
水
利
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
大
正
期
に
は
工
業
化
の
進
展
に
伴
う
水
力
開
発

が
盛
ん
に
進
め
ら
れ
、
全
国
各
地
の
河
川
に
お
い
て
発
電
目
的
で
の
河
水
利
用
の
需
要

が
高
ま
っ
た
こ
と
へ
の
対
応
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
災
害
土
木
工
事
の
国
庫
補
助
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
前
年
に
発
災
し
た
関
東
大
震
災
の
影
響
を
受
け
て
追
加
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
一
六
年
九
月
に
改
正
さ
れ
た
分
課
規
程
に
お
い
て
、
河
川
課
の
所
掌
事
務
は
、「
河

川
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
砂
防
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
水
利
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
湖
沼
ノ
埋
築
干

拓
及
使
用
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
災
害
土
木
工
事
ニ
関
ス
ル
事
項
」
に
続
い
て
、「
河
水
統

制
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
水
力
工
事
ニ
関
ス
ル
事
項
」
と
さ
れ
、
河
水
統
制
お
よ
び
水
力
工

事
に
関
す
る
事
務
が
追
加
さ
れ
た

。
こ
の
背
景
に
は
、
大
正
期
に
水
力
開
発
が
進
ん
だ

こ
と
を
受
け
て
、
電
力
不
足
の
解
消
と
水
量
調
節
に
よ
る
水
害
の
抑
制
を
目
的
に
、
ダ

ム
に
よ
る
河
水
統
制
事
業
が
本
格
的
に
着
手
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
．
一
．
四　

内
閣
制
下
の
港
湾
行
政
部
局

二
．
一
．
四　

内
閣
制
下
の
港
湾
行
政
部
局

港
湾
行
政
に
つ
い
て
は
、
長
ら
く
河
川
行
政
と
未
分
化
の
状
態
が
続
き
、
河
川
行
政

部
局
で
あ
る
治
水
課
・
河
港
課
が
所
掌
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
大
正
一
三
年

四
月
一
日
、
土
木
局
に
港
湾
課
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
港
湾
行
政
が
河
川
行
政
か
ら

分
離
・
独
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

同
年
一
二
月
に
改
正
さ
れ
た
内
務
省
分
課
規
程
に
よ
る
と
、
港
湾
課
の
所
掌
と
し
て
、

「
港
湾
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
運
河
ニ
関
ス
ル
事
項
」「
海
面
ノ
埋
築
干
拓
及
使
用
ニ
関
ス
ル

事
項
」が
掲
げ
ら
れ
た

。
す
な
わ
ち
、港
湾
課
は
港
湾
や
運
河
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
し
、

加
え
て
公
有
水
面
埋
立
て
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
湖
川
の
範
囲
と
な
る
案
件
を

河
川
課
が
、
海
面
の
範
囲
と
な
る
案
件
を
港
湾
課
が
そ
れ
ぞ
れ
分
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
所
掌
は
、
昭
和
一
六
年
九
月
の
国
土
局
へ
の
改
称
に
お
い
て
も
、
変
更

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

な
お
、
港
湾
行
政
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
の
廃
止
を
待
た
ず
、
昭
和
一
八
年
一
一
月

に
運
輸
通
信
省
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
同
省
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
．
一
．
五　

土
木
行
政
の
実
施
機
関

二
．
一
．
五　

土
木
行
政
の
実
施
機
関

土
木
行
政
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
太
政
官
制
下
に
お
い
て
も
、
各
地
で
実
施
さ

れ
た
直
轄
工
事
に
対
応
す
る
た
め
に
個
別
的
に
設
置
さ
れ
た
組
織
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
統
一
的
官
制
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
の
は
、
内
閣
制
が
創
設
さ
れ

て
以
降
で
あ
っ
た
。

明
治
一
九
年
七
月
、
内
務
省
土
木
局
の
管
下
に
、
土
木
監
督
区
署
が
置
か
れ
た

。
そ

の
後
、
明
治
二
三
年
八
月
に
は
「
土
木
監
督
署
官
制
」
が
定
め
ら
れ
、
全
国
六
ヶ
所
（
後

に
七
ヶ
所
）
に
土
木
監
督
署
が
設
置
さ
れ
た
。
同
署
の
所
掌
事
務
は
、「
内
務
省
直
轄
ノ

土
木
工
事
ヲ
施
行
シ
及
地
方
ノ
土
木
工
事
ヲ
監
視
ス
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
務
省
直

轄
工
事
の
実
施
と
府
県
土
木
工
事
の
監
督
と
さ
れ
た

。

そ
の
後
、
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）
四
月
に
内
務
省
官
制
が
改
正
さ
れ
る
と
、
土

木
監
督
署
は
土
木
出
張
所
に
改
称
さ
れ
た
。
土
木
出
張
所
の
所
掌
事
務
は
、「
治
水
港
湾

道
路
ノ
調
査
監
督
並
其
ノ
工
事
及
事
務
」
と
定
め
ら
れ
、
府
県
土
木
工
事
の
監
督
機
能

が
削
除
さ
れ
、
道
路
・
河
川
・
港
湾
に
関
わ
る
直
轄
工
事
の
実
施
に
専
従
す
る
こ
と
と

さ
れ
た

。

二
．
二　

国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
内
務
省
土
木
行
政
関
係
文
書
の
構
成

二
．
二　

国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
内
務
省
土
木
行
政
関
係
文
書
の
構
成

こ
こ
で
は
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
行
政
文
書
の
う
ち
、
内
務
省
の
土
木
行 
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政
部
局
が
作
成
・
取
得
し
保
管
し
て
い
た
簿
冊
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
と
特
徴
を
検
討

す
る
。

な
お
、
簿
冊
の
抽
出
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
方
法
で
行
っ
た
。
ま
ず
、
国
立
公
文
書

館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
お
い
て
、検
索
対
象
を
「
簿
冊
」
に
設
定
の
上
、「
内
務
省
」「
土

木
局
」「
国
土
局
」「
土
木
監
督
署
」「
土
木
出
張
所
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
Ｏ
Ｒ
検

索
を
実
施
し
た
。
表
示
さ
れ
た
検
索
結
果
に
つ
い
て
、目
録
情
報
を
Ｃ
Ｓ
Ｖ
出
力
し
た
後
、

出
力
さ
れ
た
簿
冊
の
目
録
情
報
を
す
べ
て
目
視
で
確
認
し
、
内
務
省
の
土
木
行
政
部
局

が
作
成
・
取
得
し
た
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
【
表
４
】。

二
．
二
．
一　

道
路
行
政
関
係
文
書
の
構
成

二
．
二
．
一　

道
路
行
政
関
係
文
書
の
構
成

道
路
課
が
担
っ
た
道
路
行
政
は
、
昭
和
二
二
年
一
二
月
の
内
務
省
廃
止
後
、
建
設
院

地
政
局
（
昭
和
二
三
年
一
月
一
日
設
置
）、
建
設
省
道
路
局
（
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日

設
置
）
を
経
て
、
国
土
交
通
省
道
路
局
（
平
成
一
三
年
一
月
六
日
設
置
）
に
継
承
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
路
課
が
作
成
・
取
得
し
た
道
路
行
政
関
係
の
簿
冊
は
、
建

設
省
道
路
局
ま
た
は
国
土
交
通
省
道
路
局
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
群
の
な
か
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
は
、
以
下
の
三
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
建
設
省
道
路
局
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
群
の
う
ち
、「
軌
道
関
係
」
の
階
層

に
分
類
さ
れ
て
い
る
二
，
一
六
七
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
の
う
ち
、
昭
和
四
八
年

度
に
移
管
さ
れ
た
分
に
は
「
軌
道
・
○
○
県
・
△
△
〔
企
業
な
ど
の
名
称
〕」
の
名
称
が
、

昭
和
五
四
年
度
に
移
管
さ
れ
た
分
に
は
「
地
方
鉄
道
法
、
軌
道
法
に
よ
る
許
可
、
認
可
等
・

○
○
県
・
△
△
〔
企
業
な
ど
の
名
称
〕」
の
名
称
が
、
統
一
的
に
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
、
軌
道
法
（
大
正
一
〇
年
法
律
第
七
六
号
）
に
基
づ
く
各
種
認
可
申
請
の
書
類

で
あ
る 

。

第
二
に
、
平
成
三
年
度
に
建
設
省
道
路
局
か
ら
移
管
さ
れ
た
、「
有
料
道
路
関
係
」
の

階
層
に
分
類
さ
れ
て
い
る
七
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
は
、
す
べ
て
「
有
料
道
路
関

55

表４：国立公文書館に移管された内務省土木行政関係簿冊
区分 移管元組織 階層 移管年度 件数

昭和48年度 2,062
昭和54年度 105

建設省＞道路局関係＞有料道路関係 平成3年度 7
国土交通省道路局 国土交通省＞道路局関係 平成29年度 1

建設省＞河川局関係＞河川関係 昭和48年度 1,892
建設省＞河川局関係＞砂防関係 昭和48年度 28
建設省＞河川局関係＞公有水面埋立認可関係（河川） 昭和60年度 4

昭和60年度 1
昭和62年度 3
平成2年度 8

国土交通省港湾局 国土交通省＞港湾局関係 令和2年度 7
平成13年度 2
平成15年度 75
平成16年度 1
平成24年度 25
平成25年度 6
平成26年度 7
令和4年度 3

合計 4,237
※国立公文書館デジタルアーカイブ（https://www.digital.archives.go.jp/）における抽出結果をもとに作成（2025年10月31日検索）。

建設省＞道路局関係＞軌道関係

運輸省＞港湾関係＞公有水面埋立認可関係（港湾）

国土交通省＞地方整備局関係実施機関 国土交通省地方整備局

道路行政関係 建設省道路局

河川行政関係 建設省河川局

港湾行政関係 運輸省港湾局

表4　国立公文書館に移管された内務省土木行政関係文書の構成
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係
書
類
・
内
務
省
・〔
年
代
〕」
の
か
た
ち
に
統
一
化
さ
れ
た
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
有
料
橋
梁
お
よ
び
渡
船
場
の
設
置
・
継
続
に
関
す
る
認
可
関
係
（
五
件
）、

鉄
道
省
営
自
動
車
路
線
道
路
の
占
用
・
工
費
負
担
関
係
（
二
件
）
で
あ
る
。
橋
梁
お
よ

び
渡
船
場
に
関
す
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
旧
道
路
法
（
大
正
八
年
法
律
第

五
八
号
）
第
二
条
に
お
い
て
、「
道
路
ヲ
接
続
ス
ル
橋
梁
及
渡
船
場
」
が
道
路
附
属
物
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
旧
道
路
法
の
適
用
対
象
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る

。

第
三
に
、
平
成
二
九
年
度
に
国
土
交
通
省
道
路
局
か
ら
移
管
さ
れ
た
、「
旧
道
路
法

大
正
８
年
」
の
一
件
で
あ
る

。
こ
の
簿
冊
に
は
、
旧
道
路
法
の
法
文
が
編
綴
さ
れ
て
い

る
が
、
旧
道
路
法
の
制
定
経
緯
に
関
す
る
文
書
は
編
綴
さ
れ
て
い
な
い
。
国
土
交
通
省

か
ら
移
管
の
際
、
類
似
し
た
内
容
の
簿
冊
「
道
路
法

昭
和
２
３
・
２
４
年
」
が
合
わ
せ

て
移
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戦
後
に
道
路
法
の
全
面
改
正
（
昭
和
二
七
年
法
律
第

一
八
〇
号
）
が
議
論
さ
れ
た
際
の
参
考
資
料
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

二
．
二
．
二　

河
川
行
政
関
係
文
書
の
構
成

二
．
二
．
二　

河
川
行
政
関
係
文
書
の
構
成

河
川
課
が
担
っ
た
河
川
行
政
は
、
内
務
省
の
廃
止
後
、
建
設
院
水
政
局
（
昭
和
二
三

年
一
月
一
日
設
置
）、
建
設
省
河
川
局
（
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
設
置
）、
国
土
交
通

省
河
川
局
（
平
成
一
三
年
一
月
六
日
設
置
）
を
経
て
、
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保

全
局
（
平
成
二
三
年
七
月
一
日
設
置
）
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
河
川
課
が

作
成
・
取
得
し
た
河
川
行
政
関
係
の
簿
冊
は
、
建
設
省
河
川
局
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書

群
の
な
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
れ
ら
の
簿
冊
は
、
以
下
の
三
つ
に
大
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
昭
和
四
八
年
度
に
移
管
さ
れ
た
、「
河
川
関
係
」
の
階
層
に
分
類
さ
れ
て
い

る
簿
冊
一
，
八
九
二
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
水
利
認
可
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

河
川
法
（
明
治
二
九
年
法
律
第
七
一
号
）
第
一
八
条
「
河
川
ノ
敷
地
若
ハ
流
水
ヲ
占
用

セ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
地
方
行
政
庁
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」
の
定
め
に
基
づ
き

、
企
業
な
ど

が
府
県
に
提
出
し
た
河
水
利
用
の
申
請
書
類
、
地
方
長
官
か
ら
内
務
省
へ
の
稟
伺
、
そ

れ
に
対
す
る
河
川
課
の
指
令
案
な
ど
が
編
綴
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
河
水
利
用
の
用
途

に
つ
い
て
は
、
申
請
の
大
半
が
水
力
発
電
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
同
じ
く
昭
和
四
八
年
度
に
移
管
さ
れ
た
、「
砂
防
関
係
」
の
階
層
に
分
類
さ

れ
て
い
る
簿
冊
二
八
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
は
、
す
べ
て
「
砂
防
指
定
地
編
入
申

請
書
・（
○
○
県
）・（
△
△
年
指
定
）」
の
か
た
ち
に
統
一
化
さ
れ
た
名
称
が
付
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
内
容
は
、
砂
防
法
第
二
条
「
砂
防
設
備
ヲ
要
ス
ル
土
地
又
ハ
此
ノ
法
律
ニ

依
リ
治
水
上
砂
防
ノ
為
一
定
ノ
行
為
ヲ
禁
止
若
ハ
制
限
ス
ヘ
キ
土
地
ハ
主
務
大
臣
之
ヲ

指
定
ス
」
の
定
め
に
基
づ
き

、
砂
防
指
定
地
へ
の
編
入
を
求
め
る
申
請
書
、
そ
れ
に
係

る
内
務
省
の
告
示
案
な
ど
が
編
綴
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
昭
和
六
〇
年
度
に
移
管
さ
れ
た
、「
公
有
水
面
埋
立
認
可
関
係
（
河
川
）」

の
階
層
に
分
類
さ
れ
て
い
る
四
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
は
、
す
べ
て
「
公
有
水
面

埋
立
法
の
認
可
等
・
○
○
県
・〔
年
代
〕」
の
か
た
ち
に
統
一
化
さ
れ
た
名
称
が
付
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
一
〇
年
法
律
第
五
七
号
）
に
基
づ

く
湖
川
の
埋
立
干
拓
・
占
用
な
ど
に
係
る
認
可
書
類
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
申
請
の

埋
立
対
象
は
湖
や
川
筋
と
さ
れ
て
お
り
、
港
湾
課
と
の
事
務
区
分
が
機
能
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

二
．
二
．
三　

港
湾
行
政
関
係
文
書
の
構
成

二
．
二
．
三　

港
湾
行
政
関
係
文
書
の
構
成

港
湾
課
が
担
っ
た
港
湾
行
政
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
二
年
一
二
月
の
内
務
省
廃
止
を

待
た
ず
、
同
省
の
手
を
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
一
八
年
一
一
月
に
運
輸
通
信
省

が
新
設
さ
れ
る
と
、
港
湾
行
政
は
同
省
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
港
湾
課
は
運
輸

通
信
省
港
湾
局
と
し
て
改
組
さ
れ
た
。
戦
後
は
、
運
輸
省
港
湾
局
（
昭
和
二
〇
年
五
月

一
九
日
設
置
）
を
経
て
、
国
土
交
通
省
港
湾
局
（
平
成
一
三
年
一
月
六
日
設
置
）
に
継 
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承
さ
れ
て
い
る
。

港
湾
課
が
作
成
・
取
得
し
た
港
湾
行
政
関
係
の
簿
冊
は
、
国
土
交
通
省
港
湾
局
か
ら

移
管
さ
れ
た
文
書
群
の
な
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
簿
冊
の
数
量
は
七
件
で
、

す
べ
て
令
和
二
年
度
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
す
べ
て
前
出

の
公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ
く
海
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

運
輸
省
港
湾
局
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
群
に
お
い
て
は
、「
港
湾
関
係
」
の
階
層
が
設

定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
先
述
の
方
法
で
の
抽
出
結
果
は
〇
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同

階
層
を
対
象
に
、「
年
月
日
」
を
内
務
省
が
港
湾
行
政
を
所
掌
し
た
昭
和
一
八
年
一
〇
月

以
前
に
設
定
し
て
検
索
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
該
当
す
る
簿
冊
一
二
件
を
抽
出
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
海
面
埋
立
に
関
す
る
認
可
関
係
の
簿
冊
で

あ
る
。

二
．
二
．
四　　

実
施
機
関
文
書
の
構
成

土
木
監
督
署
や
土
木
出
張
所
が
担
っ
た
実
施
機
関
と
し
て
の
役
割
は
、
内
務
省
の
廃

止
後
、
建
設
院
地
方
建
設
局
（
昭
和
二
三
年
一
月
一
日
設
置
）、
建
設
省
地
方
建
設
局
（
昭

和
二
三
年
七
月
一
〇
日
設
置
）
を
経
て
、
国
土
交
通
省
地
方
整
備
局
（
平
成
一
三
年
一

月
六
日
設
置
）
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

内
務
省
の
実
施
機
関
が
作
成
・
取
得
し
た
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
土
木
監
督
署
の
も
の

は
確
認
で
き
ず
、
土
木
出
張
所
の
簿
冊
を
国
土
交
通
省
地
方
整
備
局
か
ら
移
管
さ
れ
た

文
書
群
の
な
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
訳
は
、
土
地
収
用
関
係
（
土
地

買
収
台
帳
・
地
上
物
件
台
帳
な
ど
八
一
件
）、
河
川
の
改
修
・
利
用
関
係
（
改
修
工
事
工

務
報
告
・
河
川
区
域
認
定
関
係
綴
な
ど
一
五
件
）、工
事
図
面
一
〇
件
、河
水
統
制
関
係
（
出

水
記
録
・
自
記
雨
量
表
な
ど
八
件
）、
道
路
・
橋
梁
関
係
二
件
、
引
継
書
一
件
、
そ
の
他

二
件
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
簿
冊
も
、
工
務
の
現
場
に
お
い
て
長
期
に
わ
た
っ
て
現
用
す

る
必
要
が
高
い
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
機
関
に
お
い
て
保
管
さ
れ
続
け

て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
．
二
．
五　　

国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
簿
冊
群
の
特
徴

以
上
を
踏
ま
え
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
内
務
省
の
土
木
行
政
関
係
文
書
に

つ
い
て
、
そ
の
構
成
と
特
徴
を
整
理
し
た
い
。

第
一
に
、
分
量
で
あ
る
。
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
内
務
省
の
土
木
行
政
関
係

文
書
の
総
数
は
四
，
二
三
七
件
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
道
路
行
政
（
軌
道
関
係
）

と
河
川
行
政
（
水
利
関
係
）
の
簿
冊
が
占
め
て
い
る
。
他
方
、
分
量
的
に
は
少
量
で
あ

る
も
の
の
、
そ
の
他
の
土
木
行
政
に
関
す
る
簿
冊
も
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
前
章
で
述

べ
た
よ
う
な
規
定
外
の
焼
亡
の
危
機
を
免
れ
た
内
務
省
文
書
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
局
・

分
野
に
わ
た
っ
て
保
管
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
年
代
幅
で
あ
る
。【
図
】
は
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
内
務
省
の
土

木
行
政
関
係
の
簿
冊
に
つ
い
て
、
そ
の
時
系
列
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
①
最
も
古
い
簿
冊
は
大
正
二
年
の
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
同
一
一
年
に
至
る
ま
で

僅
少
の
状
態
が
続
く
、
②
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
を
境
に
急
増
し
、
翌
一
三
年
か

ら
昭
和
三
年
に
か
け
て
数
量
的
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
、
③
内
務
省
廃
止
直
前
の
昭
和
二
〇

年
（
一
九
四
五
）
か
ら
同
二
二
年
の
時
期
は
簿
冊
数
が
僅
少
と
な
る
、
と
い
っ
た
傾
向

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
と
②
か
ら
は
、
大
正
一
二
年
九
月
に
発
災
し
た
関
東

大
震
災
の
影
響
、
す
な
わ
ち
震
災
に
よ
る
庁
舎
火
災
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
簿
冊
の

ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
②
と
③
か
ら
は
、
昭
和
期

に
は
土
木
行
政
が
緩
や
か
に
低
調
と
な
り
つ
つ
も
終
戦
直
前
ま
で
遂
行
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
敗
戦
と
戦
後
の
混
乱
に
よ
る
影
響
は
時
期
的
に
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。

第
三
に
、
文
書
の
類
型
で
あ
る
。
内
務
省
の
内
部
部
局
で
作
成
・
取
得
さ
れ
た
簿
冊

の
う
ち
、
道
路
行
政
に
つ
い
て
は
橋
梁
・
渡
船
場
・
軌
道
の
認
可
関
係
、
河
川
行
政
に
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図　国立公文書館に移管された内務省土木行政関係文書の分布 
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※内務省土木行政関係の簿冊 4,237件のうち、作成年代が特定できた簿冊を対象として作成。

つ
い
て
は
河
水
利
用
・
湖
川
の
埋
立
干
拓
・
砂
防
な
ど
の
認
可
・
指
定
関
係
、
港
湾
行

政
に
つ
い
て
は
海
面
埋
立
干
拓
の
認
可
関
係
が
確
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
国
立
公
文
書

館
に
移
管
さ
れ
た
内
務
省
の
土
木
行
政
関
係
文
書
は
、
府
県
と
の
間
で
往
復
さ
れ
た
土

木
事
務
の
認
可
・
指
定
に
関
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
土
木
行
政
の
基
盤
と

な
る
法
令
や
政
策
の
検
討
に
関
す
る
も
の
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、
実

施
機
関
に
つ
い
て
は
、
土
地
収
用
や
河
川
改
修
に
関
す
る
文
書
が
多
く
、
直
轄
工
事
の

現
場
に
お
い
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
現
用
文
書
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
も
の

が
移
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
施
機
関
の
後
継
組
織
で
あ
る
国
土
交
通
省
地

方
整
備
局
に
お
い
て
、
現
在
も
な
お
内
務
省
文
書
が
保
管
さ
れ
続
け
て
い
る
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
。

二
．
三　　

行
政
機
関
が
保
管
す
る
内
務
省
土
木
行
政
関
係
文
書
の
事
例

こ
こ
で
は
、
行
政
機
関
に
お
け
る
内
務
省
の
土
木
行
政
関
係
文
書
の
保
管
状
況
を
探

る
一
例
と
し
て
、
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
淀
川
河
川
事
務
所
に
併
設
さ
れ
て
い

る
、
淀
川
資
料
館
の
所
蔵
資
料
を
取
り
上
げ
る
。
同
館
の
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
、
淀

川
河
川
事
務
所
の
Ｈ
Ｐ
に
お
い
て
、「
書
籍
」「
図
面
」「
写
真
」
別
に
リ
ス
ト
が
公
開
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
目
録
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

。

二
．
三
．
一　　

書
籍

淀
川
資
料
館
所
蔵
資
料
の
う
ち
、「
書
籍
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に

は
、
一
般
に
公
刊
さ
れ
た
刊
行
物
だ
け
で
な
く
、
内
務
省
の
実
施
機
関
が
作
成
・
取
得

し
た
簿
冊
が
含
ま
れ
て
い
る
【
表
５
】。

ま
ず
、
特
筆
す
べ
き
は
、
土
木
監
督
署
が
設
置
さ
れ
る
以
前
に
淀
川
の
河
川
改
修
を

管
轄
し
た
、
大
阪
出
張
土
木
寮
（
明
治
七
年
～
同
九
年
）
お
よ
び
淀
川
出
張
土
木
局
（
明 
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治
一
〇
年
～
同
一
九
年
）
が
作
成
・
取
得
し
た
と
み
ら
れ
る
簿
冊
が
確
認
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、「
澱
川
改
築
事
務
章
程
」
を
は
じ
め
と
す
る
関
連

規
則
を
ま
と
め
た
「
諸
規
則
」
が
一
件
、
内
務
省
土
木
局
や
府
県
と
の
や
り
取
り

を
編
綴
し
た
「
往
復
簿
」
が
四
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
簿
冊
に
つ
い
て
は
、

太
政
官
制
下
の
土
木
行
政
文
書
と
し
て
、
管
見
の
限
り
、
最
も
古
い
現
存
例
の
一

つ
で
あ
る
。

次
に
、
内
務
省
の
実
施
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
、
第
四
区
土
木
監
督
署
（
後

に
第
五
区
土
木
監
督
署
に
改
称
）
お
よ
び
大
阪
土
木
出
張
所
が
作
成
・
取
得
し
た

簿
冊
に
つ
い
て
、
八
二
件
の
現
存
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
的
に
は
、「
竣

功
報
告
書
」
や
「
竣
功
明
細
書
」
な
ど
、
河
川
修
築
や
砂
防
に
関
す
る
直
轄
工
事

の
竣
功
関
係
書
類
を
編
綴
し
た
簿
冊
が
大
半
を
占
め
る
。

な
お
、
内
務
省
廃
止
直
前
に
設
置
さ
れ
た
、
近
畿
土
木
出
張
所
（
昭
和
一
八
年

～
同
二
二
年
）
が
作
成
・
取
得
し
た
簿
冊
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

二
．
三
．
二　

図
面
お
よ
び
写
真

二
．
三
．
二　

図
面
お
よ
び
写
真

淀
川
資
料
館
所
蔵
資
料
の
う
ち
、
江
戸
期
に
作
成
さ
れ
た
地
図
類
や
近
代
の
河

川
工
事
に
関
す
る
図
面
類
に
つ
い
て
、「
図
面
」
リ
ス
ト
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
当

該
リ
ス
ト
に
は
「
工
事
種
別
」
の
項
目
が
あ
り
、
こ
の
情
報
を
手
が
か
り
に
す
る

こ
と
で
、
内
務
省
が
実
施
し
た
直
轄
工
事
の
図
面
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

収
録
さ
れ
て
い
る
図
面
の
う
ち
、
内
務
省
土
木
監
督
署
お
よ
び
土
木
出
張
所
に
よ
っ

て
実
施
さ
れ
た
河
川
工
事
に
関
す
る
も
の
は
、
二
三
一
件
で
あ
る
【
表
６
】。
こ
れ

ら
の
う
ち
、
御
雇
外
国
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
レ
ー
ケ
を
招
聘
し
て
実
施
し
た
淀
川
修

築
工
事
（
明
治
七
年
～
同
二
九
年
）、
内
務
省
直
轄
工
事
に
指
定
さ
れ
た
淀
川
改

良
工
事
（
明
治
三
〇
年
～
同
四
三
年
）
お
よ
び
淀
川
改
修
増
補
工
事
（
大
正
七
年

～
昭
和
六
年
）
に
関
す
る
図
面
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
第
五
区
土
木

作成部局 年代 件数
大阪出張土木寮 明治7〜9年 1
淀川出張土木局 明治10〜19年 4
第四区土木監督署 明治19〜27年 17
第五区土木監督署 明治27〜38年 10
大阪土木出張所 明治38〜昭和18年 55
近畿土木出張所 昭和18〜22年 0

合計 87

表5　淀川資料館所蔵の内務省土木行政関係簿冊

表6　淀川資料館所蔵の内務省土木行政関係図面

工事種別 実施期間 件数
淀川修築工事 66
淀川修築修繕工事 15
淀川改良工事 66
淀川下流改修工事 26
淀川改修増補工事 大正7〜昭和6年 58

合計 231
※淀川資料館「図面」リストをもとに作成

明治7〜29年

明治29〜43年30

※淀川資料館 「図面」 リストをもとに作成。※淀川資料館 「図面」 リストをもとに作成。

※淀川資料館 「図面」 リストをもとに作成。※淀川資料館 「図面」 リストをもとに作成。
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表7　淀川資料館所蔵の内務省土木行政関係写真

工事関係 災害関係 その他
明治18年 0 10 0 10
明治29年 9 0 0 9
明治30年 6 0 0 6
明治31年 3 0 0 3
明治32年 0 0 0 0
明治33年 8 0 0 8
明治34年 2 0 0 2
明治35年 0 0 0 0
明治36年 0 0 0 0
明治37年 2 0 0 2
明治38年 4 0 0 4
明治39年 12 0 0 12
明治40年 10 0 0 10
明治41年 25 0 0 25
明治42年 3 0 0 3
明治43年 9 0 0 9
明治44年 0 0 0 0
大正元年 10 0 0 10
大正2年 0 0 0 0
大正3年 2 0 0 2
大正4年 2 0 0 2
大正5年 0 0 0 0
大正6年 2 26 0 28
大正7年 59 0 0 59
大正8年 4 0 0 4
大正9年 7 0 0 7
大正10年 18 2 0 20
大正11年 9 0 0 9
大正12年 5 0 0 5
大正13年 2 0 0 2
大正14年 10 0 0 10
昭和元年 18 0 0 18
昭和2年 7 0 0 7
昭和3年 30 0 0 30
昭和4年 28 29 0 57
昭和5年 59 0 0 59
昭和6年 0 0 0 0
昭和7年 0 0 0 0
昭和8年 0 0 0 0
昭和9年 7 107 0 114
昭和10年 7 107 0 114
昭和11年 0 0 0 0
昭和12年 0 0 0 0
昭和13年 15 0 4 19
昭和14年 30 0 1 31
昭和15年 8 0 0 8
昭和16年 20 0 0 20
昭和17年 15 0 0 15
昭和18年 14 0 0 14

合計 481 281 5 767

撮影年代
撮影対象

総計

※淀川資料館「写真」リストをもとに作成。



 

 

お
わ
り
に
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─

　

監
督
署
長
を
務
め
た
沖
野
忠
雄
が
策
定
し
た
「
大
阪
築
港
計
画
」
に
関
す
る
図
面

二
五
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、「
写
真
」
リ
ス
ト
に
は
、
淀
川
資
料
館
が
所
蔵
す
る
写
真
資
料
一
，
〇
二
六
件

に
つ
い
て
、
同
館
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
た
撮
影
対
象
や
撮
影
年
代
な
ど
の
情
報
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
定
さ
れ
た
情
報
に
は
「
撮
影
者
」
に
関
す
る
も
の
は
含
ま

れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
写
真
が
内
務
省
の
実
施
機
関
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
も

の
か
ど
う
か
を
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、こ
こ
で
は
参
考
情
報
と
し
て
、

内
務
省
が
存
在
し
た
明
治
六
年
か
ら
昭
和
二
二
年
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
資
料
に
つ
い
て
、

内
容
・
年
代
に
関
す
る
分
布
を
掲
げ
る
に
止
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
【
表
７
】。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
に
向
け
た
第
一
歩
と
し
て
、
以
下
の
検
討
を

行
っ
た
。

第
一
章
で
は
、
広
範
な
行
政
事
務
を
掌
っ
た
内
務
省
の
所
掌
事
務
と
そ
の
後
継
組
織

の
全
体
像
を
捉
え
る
と
と
も
に
、
同
省
に
お
け
る
文
書
保
存
規
程
の
変
遷
を
概
観
し
た
。

こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
を
進
め
る
た
め
の
基
盤
が
整
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
章
で
は
、
広
範
多
岐
に
及
ぶ
内
務
省
文
書
に
つ
い
て
、
土
木
行
政
関
係
文
書
に

対
象
を
絞
っ
て
、
そ
の
構
成
と
特
徴
を
検
討
し
た
。
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
行

政
文
書
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
土
木
行
政
部
局
の
後
継
組
織
で
あ
る
建
設
省
・
運
輸
省
・

国
土
交
通
省
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
移
管
さ
れ
て
お
り
、
認
可
関
係
の
簿
冊
を
中
心
に
、
ま
と

ま
っ
た
量
の
文
書
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
近
年
に
お
い
て
も
行
政
機

関
か
ら
の
移
管
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
行
政
機
関
の
地
方
支
分
部
局
に
お
い
て
内
務

省
文
書
が
多
数
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
務
省
文
書
の
さ
ら
な
る
存
在
可
能
性

『
北
の
丸
』
第

号

内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
の
た
め
の
基
礎
的
研
究

―
土
木
行
政
関
係
を
中
心
に
―

四
六 

58 

を
確
認
し
た
。

令
和
八
年
（
二
〇
二
六
）
は
昭
和
元
年
（
一
九
二
六
）
か
ら
起
算
し
て
満
百
年
を
迎

え
る
「
昭
和

年
」
に
あ
た
り
、
政
府
に
よ
る
関
連
施
策
の
一
つ
と
し
て
、「
昭
和
期
公

文
書
の
国
立
公
文
書
館
等
へ
の
移
管
の
促
進
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

。
こ
の
施
策
は
、

行
政
機
関
等
に
お
い
て
昭
和
期
に
作
成
さ
れ
た
文
書
な
ど
が
保
存
さ
れ
て
い
な
い
か
総

点
検
を
行
い
、
存
在
が
判
明
し
た
場
合
は
速
や
か
に
国
立
公
文
書
館
等
へ
の
移
管
の
措

置
を
と
る
よ
う
促
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
て
、
内
務
省
文

書
が
新
た
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
付
記
）

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、「
は
じ
め
に
」・
第
一
章
を
齋
藤
智
志
が
、
第
二
章
・「
お

わ
り
に
」
を
淺
井
良
亮
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
。 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

１

内
務
省
に
関
す
る
著
作
や
先
行
研
究
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
概
説
的
な
内
容
を
含
む
も

の
と
し
て
、
大
霞
会
編
『
内
務
省
史
』（
全
四
巻
、
地
方
財
務
協
会
、
一
九
七
一
年
）、

副
田
義
也
『
内
務
省
の
社
会
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）、
内
務
省
研
究

会
編
『
内
務
省
』（
講
談
社
、
二
〇
二
五
年
）
が
主
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

２

前
掲
注
１
『
内
務
省
史
』
一
巻
、
三
頁
。

３

黒ラ
澤ム
良④ 『内 内務 務省 省と のそ 政の 治ア 史ー 』（カ
藤イ
原ブ
書ズ
店」（ 、二前
〇掲
一注
三１
年内

務 ）
二省
四研
六究
頁会
。編
下）。 重
直
樹
「
コ

４

永
桶
由
雄
「
自
治
省
よ
り
移
管
さ
れ
た
内
務
省
関
係
公
文
書
に
つ
い
て
」『
北
の
丸
』

一
三
号
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
。「
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
旧

内
務
省
文
書 100
』
目
録
」（
山
中
永
之
佑
監
修
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
五
、

弘
文
堂
、一
九
九
八
年
）。高
木
重
治「
地
方
行
政
関
係
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て
『」
北
の
丸
』 
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五
六
号
、
二
〇
二
四
年
三
月
。

５

池
田
順
編
集
・
解
説
『
昭
和
戦
前
期
内
務
行
政
史
料
』
全
三
六
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、

二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
一
年
。

６

山
田
敏
之
「
国
の
機
関
に
お
け
る
公
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』

八
三
六
号
、
二
〇
二
〇
年
九
月
。

７

以
下
本
節
で
は
、
主
に
『
内
務
省
史
』
第
一
編
「
通
史
」、
第
二
編
各
章
、
第
四
巻
所
収

の
組
織
変
遷
図
を
参
考
と
し
、
こ
れ
ら
の
み
を
参
照
し
た
記
述
に
は
特
に
注
を
付
さ
な

い
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
黒
澤
前
掲
書
で
も
現
在
の
省
庁
に
当
て
は
め
て
最
終
的
な
移

管
先
を
整
理
し
て
い
る
が
、
本
節
で
は
よ
り
具
体
的
な
変
遷
を
述
べ
て
い
く
。

８

先
行
研
究
お
よ
び
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
用
い
て
調
査
を
行
っ
た

（
二
〇
二
五
年
一
〇
月
二
五
日
時
点
）。
資
料
群
レ
ベ
ル
で
の
把
握
を
重
視
し
て
、
文
書

の
標
題
・
内
容
レ
ベ
ル
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
前
掲
注
６
山
田
論

文
は
中
央
行
政
省
庁
・
官
衙
及
び
旧
植
民
地
中
央
庁
の
昭
和
二
〇
年
以
前
の
公
文
書
保

存
状
況
を
表
に
ま
と
め
て
お
り
（
一
二
、一
四
頁
）、
網
羅
的
で
は
な
い
も
の
の
、
内
務

省
文
書
に
つ
い
て
も
表
題
に
触
れ
つ
つ
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

９

『
戦
後
自
治
史
第
八
内
務
省
の
解
体
』
自
治
大
学
校
、
一
九
六
六
年
、
六
章
三
節
「
内

事
局
の
解
体
」。
前
掲
注
１『
内
務
省
史
』三
巻
二
編
二
部
七
章「
内
務
省
解
体
の
経
緯
」。

　
「
総
務
省
の
沿
革
」
総
務
省
Ｈ
Ｐ
、
二
〇
二
五
年
一
〇
月
一
六
日
確
認
。 https://www. 

soum
u.go.jp/m

enu_news/kouhoushi/soum
u_p/pdf/01_y.pdf

　
大
日
方
純
夫
・
勝
田
政
治
「
解
説
」（
大
日
方
純
夫
・
我
部
政
男
・
勝
田
政
治
編
『
内

務
省
年
報
・
報
告
書
』
一
四
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
）
四
八
七
頁
、
四
九
三
～

四
九
六
頁
。
前
掲
注
１
『
内
務
省
史
』
一
巻
一
編
「
通
史
」。

　
前
掲
注
４
高
木
論
文
、
四
～
五
頁
。

　
前
掲
注
４
永
桶
論
文
、
前
掲
注
４
「
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た

旧
内
務
省
文
書
』
目
録
」。
そ
の
ほ
か
の
自
治
省
・
総
務
省
移
管
文
書
中
に
も
内
務
省
が

作
成
・
取
得
部
局
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
若
干
含
ま
れ
る
。
前
掲
注
４
高
木
論
文
。

　
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
第
一
一
巻
、
原
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
四
一
頁
。

　
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
第
七
二
巻
、
原
書
房
、
一
九
七
九
年
、
二
六
八
～

二
六
九
頁
、
気
象
庁
編
『
気
象
百
年
史
』
気
象
庁
、
一
九
七
五
年
、
一
〇
六
頁
。

　
た
だ
し
、
検
閲
に
関
す
る
事
務
は
こ
れ
以
前
の
明
治
一
四
年
（
新
聞
・
雑
誌
検
閲
）、
明

治
一
七
年（
政
事
法
律
風
俗
関
連
）に
順
次
警
保
局
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
大
日
方
純
夫・

勝
田
政
治
「
解
説
」
大
日
方
純
夫
・
我
部
政
男
・
勝
田
政
治
編
『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』

一
四
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
、
四
九
一
頁
。

　
三
上
昭
美
「
内
務
省
」（『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
第
九
巻
近
代
編 
Ⅰ
、
雄
山
閣
出
版
、

一
九
七
九
年
）、
中
野
目
徹
・
熊
本
史
雄
編
『
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集
中

央
行
政
機
関
編
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
五
二
五
～
五
七
八
頁
、
下
重
直
樹
「
解

説
３　
内
政
・
経
済
関
係
官
庁
に
お
け
る
公
文
書
管
理
」（
同
前
書
所
収
）
一
一
九
七
～

一
一
九
九
頁
。

　
渡
邉
佳
子
『
近
代
日
本
の
統
治
機
構
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
樹
書
房
、
二
〇
二
一
年
、

六
六
～
八
一
頁
、
二
〇
〇
～
二
〇
七
頁
。

　
ほ
か
に
日
誌
兼
月
報
掛
、
刊
行
物
兼
庶
務
掛
、
受
付
掛
、
写
図
掛
、
写
字
掛
が
設
置
さ

れ
て
い
る
。

　
「
内
政
編
年
録
」
は
寮
・
局
・
府
県
ご
と
に
編
纂
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
表
２ 
―

１
１
）、「
内
政
類
典
」
は
明
治
一
九
年
一
月
改
正
後
の
資
料
に
よ
る
と
、
各
局
掌
管
の

事
務
に
つ
き
部
門
を
大
別
、
事
類
に
よ
り
章
・
款
を
立
て
る
も
の
と
さ
れ
た
（
表
２ 
―

２
２
）。
な
お
、「
編
纂
例
言
並
内
政
編
年
録
凡
例
」（
表
２ 
―
１
１
）
と
「
内
政
類
典
例

言
改
正
」（
表
２ 
―
２
２
）
は
、
明
治
一
九
年
二
月
に
元
老
院
庶
務
課
の
求
め
に
応
じ
て

内
務
省
記
録
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
一
続
き
の
写
し
で
、「
編
纂
例
言
」「
内
政
編
年
録
凡
例
」

「
内
政
類
典
例
言
」「
内
政
類
典
部
目
」
の
順
で
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
編
纂
例
言
」
の
標

題
下
に
「
九
年
一
月
四
日
創
定
」、「
内
政
類
典
部
目
」
の
標
題
下
に
「
一
九
年
一
月
改
」 
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と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
内
政
編
年
録
凡
例
」
文
中
に
は
「
寮
」
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か 

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

ら
明
治
九
年
創
定
時
の
内
容
、「
内
政
類
典
例
言
」
は
「
局
」
の
み
の
記
載
で
あ
る
こ
と

か
ら
明
治
一
九
年
改
正
後
の
内
容
と
推
定
さ
れ
る
。

　
前
掲
注 

17 1817
渡
邉
書
、前
掲
注
下
重
解
説
、中
野
目
徹
『
近
代
史
料
学
の
射
程
』
弘
文
堂
、

二
〇
〇
〇
年
。

　
前
掲
注
下
重
解
説
、
一
一
九
八
頁
。

　
「
分
課
規
程
」『
官
報
』
二
四
四
〇
号
、
一
八
九
一
年
八
月
一
七
日
、
一
四
八
頁
、「
内
務

省
分
課
規
程
」『
官
報
』
三
一
一
〇
号
、
一
八
九
三
年
一
一
月
九
日
、
九
二
頁
。 

17

　
な
お
、
本
規
程
の
訓
令
が
出
さ
れ
る
直
前
に
は
、
地
方
局
の
局
長
・
書
記
か
ら
行
政
課

宛
に
、
省
号
の
な
い
文
書
の
編
纂
・
保
存
・
廃
棄
を
主
務
課
で
措
置
す
る
件
の
通
牒
が

出
さ
れ
て
い
る
（
表
２ 
―
２
７
）。

　
前
掲
注
中
野
目
・
熊
本
編
、
五
五
九
～
五
六
四
頁
、
五
七
六
～
五
七
八
頁
。

　
こ
の
点
は
前
掲
注
３
下
重
コ
ラ
ム
が
ま
と
め
て
い
る
が
、
改
め
て
内
容
に
立
ち
入
っ
て

述
べ
て
い
き
た
い
。

　
「
内
務
省
第
一
回
年
報
一
」（『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
一
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
二

年
）
一
六
四
～
一
六
六
頁
。

　
「
図
書
局
第
三
回
年
報
」『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
五
巻
、
三
一
書
房
、
六
八
二
～

六
八
四
頁
。

　
内
務
省
社
会
局
編
『
大
正
震
災
志
』（
下
巻
、
内
務
省
社
会
局
、
一
九
二
六
年
）
七
五
〇

～
七
五
一
頁
。

　
前
掲
注
３
下
重
コ
ラ
ム
。

　
遠
山
範
重
「
震
災
で
重
要
書
類
投
下
」（
大
霞
会
編
『
内
務
省
外
史
』
地
方
財
務
協
会
、

一
九
七
七
年
）
二
六
七
～
二
六
八
頁
、
遠
山
範
重
「
関
東
大
震
災
で
重
要
書
類
の
運
び

出
し
」（
大
霞
会
編『
続
内
務
省
外
史
』地
方
財
務
協
会
、一
九
八
七
年
）七
二
～
七
三
頁
。

　
川
村
芳
次
『
地
方
自
治
創
造
の
悦
び
』
私
家
版
、
一
九
七
七
年
、
四
一
五
頁
。

『
北
の
丸
』
第

号

内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
の
た
め
の
基
礎
的
研
究

―
土
木
行
政
関
係
を
中
心
に
―

四
八 
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大
山
正
「
文
書
を
全
部
焼
く
」（
大
霞
会
編
『
続
内
務
省
外
史
』
地
方
財
務
協
会
、

一
九
八
七
年
）
三
〇
七
～
三
〇
八
頁
。

　
厚
生
省
社
会
局
『
社
会
局
参
拾
年
』
厚
生
省
社
会
局
、
一
九
五
〇
年
、
八
三
頁
。

　
加
藤
聖
文
「
敗
戦
時
に
お
け
る
公
文
書
焼
却
の
再
検
討
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
一
五
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）。

　
前
掲
注
１
『
内
務
省
史
』
三
巻
、
三
～
一
六
七
頁
。

　
「
寮
司
ヲ
置
ク
」（「
太
政
類
典
・
第
二
編
・
明
治
四
年
～
明
治
十
年
・
第
十
五
巻
・
官
制
二
・

文
官
職
制
二
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
：
太
〇
〇
二
三
七
一
〇
〇
）。

　
「
内
務
省
沿
革
資
料
（
寮
、局
、歴
代
内
務
大
臣
調
）」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、請
求
番
号
：

昭
四
八
自
治
〇
〇
二
九
九
一
〇
〇
。

　
「
内
務
省
ノ
官
制
ヲ
定
ム
」（「
公
文
類
聚
・
第
十
編
・
明
治
十
九
年
・
第
二
巻
・
官
職

一
・
官
職
総
、
官
職
二
・
職
制
章
程
第
一
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
：
類

〇
〇
二
四
八
一
〇
〇
）。

　
内
閣
記
録
局
編
『
明
治
職
官
沿
革
表
』
合
本
五
、
原
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
二
一
～

一
二
四
頁
。

　
「
内
務
省
分
課
規
程
ヲ
定
ム
」（「
公
文
類
聚
・
第
十
七
編
・
明
治
二
十
六
年
・
第
七
巻
・

官
職
一
・
官
制
一
・
官
制
一
（
内
閣
・
枢
密
院
・
外
務
省
・
内
務
省
）」
国
立
公
文
書
館

所
蔵
、
請
求
番
号
：
類
〇
〇
六
三
七
一
〇
〇
）。

　
『
現
行
法
規
集
追
録
第
四
十
一
号
』
大
蔵
省
、
一
九
一
一
年
。

　
「
内
務
省
処
務
要
覧
」（「
種
村
氏
警
察
参
考
資
料
第
十
五
集
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
：
平
九
警
察
〇
〇
七
〇
〇
一
〇
〇
）。

　
「
内
務
省
分
課
規
程
中
改
正
」（「
内
務
大
臣
決
裁
書
類
・
昭
和
十
六
年
（
上
）」
国
立
公 

46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
：
平
九
警
察
〇
〇
二
八
八
一
〇
〇
）。

　
前
掲
注 
39
「
内
務
省
ノ
官
制
ヲ
定
ム
」。

　
前
掲
注 
40
『
明
治
職
官
沿
革
表
』
合
本
五
、一
二
一
～
一
二
四
頁
。



 

 

四
九

内
務
省
文
書
の
構
造
的
理
解
の
た
め
の
基
礎
的
研
究　

―
土
木
行
政
関
係
を
中
心
に
―

『
北
の
丸
』
第
58
号

　
前
掲
注 
41
「
内
務
省
分
課
規
程
ヲ
定
ム
」。

　
前
掲
注 
42
『
現
行
法
規
集
追
録
第
四
十
一
号
』。

　
前
掲
注 
43
「
内
務
省
処
務
要
覧
」。

　
前
掲
注 
44
「
内
務
省
分
課
規
程
中
改
正
」。

　
前
掲
注 
43
「
内
務
省
処
務
要
覧
」。

　
内
閣
記
録
局
編
『
明
治
職
官
沿
革
表
』
合
本
一
、
原
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
四
二
～

二
四
三
頁
。

　
「
土
木
監
督
署
官
制
・
御
署
名
原
本
・
明
治
二
十
三
年
・
勅
令
第
百
五
十
七
号
」
国
立
公

文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
：
御
〇
〇
七
三
九
一
〇
〇
。

　
「
治
水
港
湾
道
路
ノ
調
査
監
督
及
其
工
事
並
ニ
事
務
ニ
従
事
ス
ル
職
員
設
置
明
治
四
十
二

年
第
百
二
十
五
号
（
内
務
省
ニ
臨
時
職
員
設
置
）
廃
止・御
署
名
原
本・明
治
四
十
四
年・

勅
令
第
九
十
七
号
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
：
御
〇
八
八
五
五
一
〇
〇
。

　
軌
道
法
に
基
づ
く
実
施
業
務
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
省
と
の
共
管
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
鉄
道
省
の
後
継
組
織
で
あ
る
運
輸
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
鉄
道
省
文
書
（
昭
和

四
九
年
度
移
管
分
）
の
な
か
に
、
道
路
課
が
作
成
し
た
文
書
が
編
綴
さ
れ
た
簿
冊
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
道
路
法
・
御
署
名
原
本
・
大
正
八
年
・
法
律
第
五
十
八
号
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号
：
御
一
一
五
六
七
一
〇
〇
。

　
「
旧
道
路
法　
大
正
８
年
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
：
平
二
九
国
交
〇
〇
〇

一
九
一
〇
〇
。

　
「
旧
道
路
法　
大
正
２
３・２
４
年
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
：
平
二
九
国
交

〇
〇
〇
一
八
一
〇
〇
。

　
本
稿
執
筆
時
点
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保
全
局
か
ら
移
管
さ
れ
た
文

書
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
作
成
年
代
は
昭
和
五
三
年
が
上
限
で
あ
り
、
内
務
省
が

存
在
し
た
昭
和
二
二
年
以
前
に
作
成
・
取
得
さ
れ
た
簿
冊
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
（
二
〇
二
五
年
一
〇
月
三
一
日
確
認
）。

　
「
河
川
法
・
御
署
名
原
本
・
明
治
二
十
九
年
・
法
律
第
七
十
一
号
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
：
御
〇
二
一
六
八
一
〇
〇
。

　
「
砂
防
法
・
御
署
名
原
本
・
明
治
三
十
年
・
法
律
第
二
十
九
号
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

請
求
番
号
：
御
〇
二
六
六
七
一
〇
〇
。

　
「
所
蔵
資
料
の
閲
覧
」
国
土
交
通
省
淀
川
河
川
事
務
所
Ｈ
Ｐ
、
二
〇
二
五
年
一
〇
月
三
一

日
確
認
。 https://www.kkr.m

lit.go.jp/yodogawa/shisetu/yodo-m
useum

/ 
shozoushiryoueturan.htm

l

　
「
国
に
お
け
る
「
昭
和 

100
年
」
関
連
施
策
一
覧
」、「
昭
和 

100
年
」
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、
二

　
〇
二
五
年
一
〇
月
三
一
日
確
認
。 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ 

showa100nen/portal/pdf/country_list.pdf

（
公
文
書
専
門
官
）

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
員
） 
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